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議会第３回議案第46号  

  

  

アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について 

  

標記条例を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年６月３日提出 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

「理 由」 

   アナログ規制の見直しを図り、その他所要の改正を行うもの。 
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アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（今治市公告式条例の一部改正） 

第１条 今治市公告式条例（平成17年今治市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、市長の署名について、公布に電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平

成12年法律第102号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。）を行い、公衆の用に供され

ている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置（著作権法（昭和45年法律第48号）第

２条第１項第９号の５イに規定する自動公衆送信装置をいう。）を使用する方法にあっては、

この限りでない。 

第２条第２項を次のように改める。 

２ 条例の公布は、市のホームページに設置した掲示場への掲載により行う。ただし、特別の

事由があると市長が認めるときは、市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることができる。 

第４条第１項中「記入して、市長印を押さなければならない」を「記入しなければならない」

に改める。 

第５条第２項中「、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」

と」を削る。 

（今治市行政手続条例の一部改正） 

第２条 今治市行政手続条例（平成17年今治市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第15条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同

項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市の掲示場に掲示するこ

とによって行うことができる」を「公示の方法によって行うことができる」に改め、同項後段

を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３号

及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を今治市公告式条例第

２条第２項に規定する掲示の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く

とともに、公示事項が記載された書面を当該市長等の事務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとす

る。この場合において、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がそ

の者に到達したものとみなす。 
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第16条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第22条第３項前段中「第３項」の次に「及び第４項」を加え、同項後段中「第３項」の次に

「及び第４項」を、「参加人」と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間

を経過した」を削り、「掲示を始めた日」を「当該措置を開始した日」に改める。 

第29条中「第15条第３項及び」の次に「第４項並びに」を、「第28条」と、」の次に「同条

第４項中」を加え、「同項第３号及び第４号」を「第１項第３号及び第４号」に、「同条第３

号」を「第28条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第15条第３項後

段」を「第15条第４項後段」に改める。 

（今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成17年今治市条例第26号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第５項中「今治市掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、

掲示された日から２週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす」を「今治市公告

式条例第２条第２項に規定する掲示の方法により、不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。

この場合において、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす」に改める。 

（今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成17年今治市条例第27号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項中「今治市掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、

掲示された日から２週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす」を「今治市公告

式条例第２条第２項に規定する掲示の方法により、不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。

この場合において、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす」に改める。 

（今治市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第５条 今治市職員退職手当支給条例（平成17年今治市条例第51号）の一部を次のように改正す

る。 

第12条第３項中「市の掲示場に掲載することをもって」を「今治市公告式条例第２条第２項
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に規定する掲示の方法により、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、

公示事項が記載された書面を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとることによって」に改め、同項後段中「は」を削り、

「その掲載した日」を「当該措置を開始した日」に改める。 

（今治市文化財保護条例の一部改正） 

第６条 今治市文化財保護条例（平成17年今治市条例第107号）の一部を次のように改正する。 

第11条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による調査は、デジタル技術を活用することによりその目的を達成することが

できるときは、当該場所に立ち入らずにこれを行うことができる。 

（今治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第７条 今治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成30

年今治市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

第７条第５項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）をもって

調製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法」に改める。 

第34条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

（今治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第８条 今治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成26年今治市条例第52号）

の一部を次のように改正する。 

第７条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）をもって

調製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法」に改める。 
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第36条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

（今治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第９条 今治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年今治市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定す

る重要事項を記録したものを交付する方法」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。第203条第１

項において同じ。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法」に改める。 

第203条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

（今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第10条 今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

（平成24年今治市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

第11条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定す

る重要事項を記録したものを交付する方法」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第91条第１項において同じ。）に係る

記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法」に改める。 

第83条第６項中「入所」を「入居」に改める。 

第91条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

－10－



ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

（今治市犬の危害防止条例の一部改正） 

第11条 今治市犬の危害防止条例（平成17年今治市条例第161号）の一部を次のように改正する。 

第10条の見出し中「立入り」を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定による調査は、デジタル技術を活用することによりその目的を達成すること

ができるときは、当該場所に立ち入らずにこれを行うことができる。 

（今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第12条 今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成17年今治市条例第168号）の一部

を次のように改正する。 

第30条の見出し中「立入」を削り、同条第１項中「必要と認める場所に立ち入り、」を削り、

同条第３項中「立入」を削る。 

（今治市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する

条例の一部改正） 

第13条 今治市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関

する条例（平成19年今治市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、ホームページ等への掲載その他適切な方法により行う場合は、この限りでない。 

（今治市美しいまちづくり条例の一部改正） 

第14条 今治市美しいまちづくり条例（令和７年今治市条例第13号）の一部を次のように改正す

る。 

  第13条の見出し中「立入」を削り、同条第１項中「に立ち入り、」を「の」に改め、同条第

３項中「立入」を削る。 

（今治市雑用水道給水条例の一部改正） 

第15条 今治市雑用水道給水条例（平成17年今治市条例第175号）の一部を次のように改正する。 

第10条第２項中「立入」を削る。 

（今治市公園条例の一部改正） 

第16条 今治市公園条例（平成17年今治市条例第207号）の一部を次のように改正する。 

第25条第１項中「実地について」を削る。 

（今治市森林等の火入れに関する条例の一部改正） 

第17条 今治市森林等の火入れに関する条例（平成17年今治市条例第220号）の一部を次のように

改正する。 
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第14条の見出し中「立入」を削り、同条第１項中「を火入地に立ち入らせ、実地」を「に」

に改める。 

（今治市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部改正） 

第18条 今治市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成17年今治市条例第231号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２号中「場所」を「方法」に改める。 

（今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正） 

第19条 今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成17年今治市条例第245号）の

一部を次のように改正する。 

第12条の見出し中「立入」及び「等」を削り、同条第１項中「その職員をして建築物若しく

は駐車施設に立ち入り、」を「その職員に」に改める。 

（今治市港湾施設管理条例の一部改正） 

第20条 今治市港湾施設管理条例（平成17年今治市条例第246号）の一部を次のように改正する。 

第27条第１項中「に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入

り、当該許可に係る行為」を削る。 

（今治市下水道条例の一部改正） 

第21条 今治市下水道条例（平成17年今治市条例第251号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３章 公共下水の使用（第９条―第19条）」を「第３章 公共下水道の使用（第

９条―第19条）」に改める。 

第８条第１項中「専属」を「選任」に改める。 

（今治市特定環境保全公共下水道条例の一部改正） 

第22条 今治市特定環境保全公共下水道条例（平成17年今治市条例第253号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１項中「専属」を「選任」に改める。 

（今治市小規模下水道条例の一部改正） 

第23条 今治市小規模下水道条例（平成17年今治市条例第254号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「専属」を「選任」に改める。 

（今治市給水条例の一部改正） 

第24条 今治市給水条例（平成17年今治市条例第263号）の一部を次のように改正する。 

第19条第２項中「指定する職員の立会」を「指示」に改める。 

（今治市営住宅条例の一部改正） 

第25条 今治市営住宅条例（令和５年今治市条例第18号）の一部を次のように改正する。 
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  第４条第１項第４号中「市役所公告掲示場における掲示」を「市のホームページへの掲載そ

の他デジタル技術を活用する方法」に改め、同項第６号を削る。 

第66条の見出し中「立入」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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「参 考」 

第１条による今治市公告式条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（条例の公布） （条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布

の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾

に市長が署名しなければならない。ただし、

市長の署名について、公布に電子署名（電子

署名及び認証業務に関する法律（平成12年法

律第102号）第２条第１項に規定する電子署

名をいう。）を行い、公衆の用に供されてい

る電気通信回線に接続している自動公衆送

信装置（著作権法（昭和45年法律第48号）第

２条第１項第９号の５イに規定する自動公

衆送信装置をいう。）を使用する方法にあっ

ては、この限りでない。 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布

の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾

に市長が署名しなければならない。        

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                       

２ 条例の公布は、市のホームページに設置し

た掲示場への掲載により行う。ただし、特別

の事由があると市長が認めるときは、市の事

務所に設置した電子計算機の映像面に表示

したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることができる。 

２ 条例の公布は、本市役所の掲示場に掲示し

て行う。                

                   

                   

                   

               

（規程の公表） （規程の公表） 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程で

公表を要するものを公表しようとするとき

は、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記

入しなければならない        。 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程で

公表を要するものを公表しようとするとき

は、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記

入して、市長印を押さなければならない。 

２ 略 ２ 略 

（市の機関の定める規則及び規程） （市の機関の定める規則及び規程） 

第５条 略 第５条 略 
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２ 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関

の定める規程で公表を要するものに準用す

る。この場合において、同条第１項中「市長

名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を

代表する者の氏名」と          

                   

    読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関

の定める規程で公表を要するものに準用す

る。この場合において、同条第１項中「市長

名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を

代表する者の氏名」と、「市長印」とあるの

は「当該機関の印又は当該機関を代表する者

の印」と読み替えるものとする。 
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「参 考」 

第２条による今治市行政手続条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第15条 略 第15条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって

行うことができる                       

                                       

                                       

                                       

    。                                

                                       

                             

３ 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、その者の氏名、同項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

市長等が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を市の

掲示場に掲示することによって行うことが

できる。この場合において、掲示を始めた日

から２週間を経過したときに、当該通知がそ

の者に到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処

分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長

等が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項

において「公示事項」という。）を今治市公

告式条例第２条第２項に規定する掲示の方

法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項が記載

された書面を当該市長等の事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲

覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによって行うものとする。この場合に

おいて、当該措置を開始した日から２週間を

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処

分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長

等が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項

において「公示事項」という。）を今治市公

告式条例第２条第２項に規定する掲示の方

法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項が記載

された書面を当該市長等の事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲

覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによって行うものとする。この場合に

おいて、当該措置を開始した日から２週間を
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経過したときに、当該通知がその者に到達し

たものとみなす。 

経過したときに、当該通知がその者に到達し

たものとみなす。 

（代理人） （代理人） 

第16条 前条第１項の通知を受けた者（同条第

４項後段の規定により当該通知が到達した

ものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

第16条 前条第１項の通知を受けた者（同条第

３項後段の規定により当該通知が到達した

ものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第22条 略 第22条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第15条第３項及び第４項の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の所在

が判明しないときにおける通知の方法につ

いて準用する。この場合において、同条第３

項及び第４項中「不利益処分の名宛人となる

べき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、

同項中「                                

  とき」とあるのは「                  

                とき（同一の当事者又は参

加人に対する２回目以降の通知にあっては、

当該措置を開始した日の翌日）」と読み替え

るものとする。 

３ 第15条第３項          の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の所在

が判明しないときにおける通知の方法につ

いて準用する。この場合において、同条第３

項          中「不利益処分の名宛人となる

べき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、

      「掲示を始めた日から２週間を経過

したとき」とあるのは「掲示を始めた日から

２週間を経過したとき（同一の当事者又は参

加人に対する２回目以降の通知にあっては、

掲示を始めた日      の翌日）」と読み替え

るものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第29条 第15条第３項及び第４項並びに第16

条の規定は、弁明の機会の付与について準用

する。この場合において、第15条第３項中「第

１項」とあるのは「第28条」と、同条第４項

中「第１項第３号及び第４号」とあるのは「第

28条第３号」と、第16条第１項中「前条第１

第29条 第15条第３項及び            第16

条の規定は、弁明の機会の付与について準用

する。この場合において、第15条第３項中「第

１項」とあるのは「第28条」と、同条第４項

中「同項第３号及び第４号  」とあるのは「同

条第３号  」と、第16条第１項中「前条第１

－17－



項」とあるのは「第28条」と、「同条第４項

後段」とあるのは「第29条において準用する

第15条第４項後段」と読み替えるものとす

る。 

 

項」とあるのは「第28条」と、「同条第３項

後段」とあるのは「第29条において準用する

第15条第３項後段」と読み替えるものとす

る。 
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「参 考」 

第３条による今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（降任、免職、休職及び降給の手続） （降任、免職、休職及び降給の手続） 

第４条 略 第４条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前項の文書の交付は、これを受けるべき者

の所在を知ることができない場合において

は、その内容を今治市公告式条例第２条第２

項に規定する掲示の方法により、不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置くと

ともに、公示事項が記載された書面を当該事

務所に設置した電子計算機の映像面に表示

したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによって行うものとす

る。この場合において、当該措置を開始した

日から２週間を経過したときに、当該通知が

その者に到達したものとみなす。 

 

５ 前項の文書の交付は、これを受けるべき者

の所在を知ることができない場合において

は、その内容を今治市掲示場に掲示すること

をもってこれに代えることができるものと

し、掲示された日から２週間を経過したとき

に文書の交付があったものとみなす   

                   

                   

                   

                   

                   

              。 
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「参 考」 

第４条による今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（懲戒の手続） （懲戒の手続） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項の文書の交付は、これを受けるべき者

の所在を知ることができない場合において

は、その内容を今治市公告式条例第２条第２

項に規定する掲示の方法により、不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置くと

ともに、公示事項が記載された書面を当該事

務所に設置した電子計算機の映像面に表示

したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによって行うものとす

る。この場合において、当該措置を開始した

日から２週間を経過したときに、当該通知が

その者に到達したものとみなす。 

 

２ 前項の文書の交付は、これを受けるべき者

の所在を知ることができない場合において

は、その内容を今治市掲示場に掲示すること

をもってこれに代えることができるものと

し、掲示された日から２週間を経過したとき

に文書の交付があったものとみなす   

                   

                   

                   

                   

                   

              。 
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「参 考」 

第５条による今治市職員退職手当支給条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

第12条 略 第12条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通

知をする場合において、当該処分を受けるべ

き者の所在が知れないときは、当該処分の内

容を今治市公告式条例第２条第２項に規定

する掲示の方法により、不特定多数の者が閲

覧することができる状態に置くとともに、公

示事項が記載された書面を当該事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置

をとることによって通知に代えることがで

きる。この場合において  、当該措置を開始

した日から起算して２週間を経過した日に、

通知が当該処分を受けるべき者に到達した

ものとみなす。 

 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通

知をする場合において、当該処分を受けるべ

き者の所在が知れないときは、当該処分の内

容を市の掲示場に掲載することをもって   

                                    

                   

                   

                   

                   

         通知に代えることがで

きる。この場合においては、その掲載した日

      から起算して２週間を経過した日に、

通知が当該処分を受けるべき者に到達した

ものとみなす。 
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「参 考」 

第６条による今治市文化財保護条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（報告及び調査） （報告及び調査） 

第11条 略 第11条 略 

２ 前項の規定による調査は、デジタル技術を

活用することによりその目的を達成するこ

とができるときは、当該場所に立ち入らずに

これを行うことができる。 

 

２ 前項の規定による調査は、デジタル技術を

活用することによりその目的を達成するこ

とができるときは、当該場所に立ち入らずに

これを行うことができる。 
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「参 考」 

第７条による今治市指定居宅介護支援等の事業の人員及 

び運営に関する基準等を定める条例改正条項新旧対照表         

 

新 旧 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 略 第７条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申し出があった場合には、第

１項の規定による文書の交付に代えて、第７

項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって、次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提供

することができる。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申し出があった場合には、第

１項の規定による文書の交付に代えて、第７

項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって、次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提供

することができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法                               

                                     

                     

６～８ 略 ６～８ 略 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居

宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存

第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居

宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存
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その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている、又は想定されるもの（第

10条（前条において準用する場合を含む。）

及び第16条第28号（前条において準用する場

合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録                       

                                       

                                       

                                       

          により行うことができる。 

その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている、又は想定されるもの（第

10条（前条において準用する場合を含む。）

及び第16条第28号（前条において準用する場

合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第８条による今治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 略 第７条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第７項

で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を使用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該指定

介護予防支援事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第７項

で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を使用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該指定

介護予防支援事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法                               

                                     

                     

５～８ 略 ５～８ 略 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 
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第36条 指定介護予防支援事業者及び指定介

護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている、又は想定されるもの（第

10条（第35条において準用する場合を含む。）

及び第33条第26号（第35条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録                     

                                       

                                       

                                       

            により行うことができる。 

第36条 指定介護予防支援事業者及び指定介

護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている、又は想定されるもの（第

10条（第35条において準用する場合を含む。）

及び第33条第26号（第35条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）により行うことができる。 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第９条による今治市指定地域密着型サービスの事業の人員、 

設備及び運営に関する基準を定める条例改正条項新旧対照表   

 

新 旧 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 略 第９条 略 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得

て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この

場合において、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付し

たものとみなす。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得

て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この

場合において、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付し

たものとみなす。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）に係る記

録媒体をいう。第203条第１項において同

じ。）をもって調製するファイルに前項に

規定する重要事項を記録したものを交付

する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法                                 

                                     

                                     

         

３～６ 略 ３～６ 略 
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（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型サービスの提供に当たる者

は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている、又は想定され

るもの（第12条第１項（第59条、第59条の20、

第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108

条、第128条、第149条、第177条、第189条及

び第202条において準用する場合を含む。）、

第115条第１項、第136条第１項及び第155条

第１項（第189条において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型サービスの提供に当たる者

は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている、又は想定され

るもの（第12条第１項（第59条、第59条の20、

第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108

条、第128条、第149条、第177条、第189条及

び第202条において準用する場合を含む。）、

第115条第１項、第136条第１項及び第155条

第１項（第189条において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ 略 ２ 略 
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「参 考」 

第10条による今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例改正条項新旧対照表                

 

新 旧 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第11条 略 第11条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定による文書の交

付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場

合において、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定による文書の交

付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場

合において、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。第91条第１

項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）をもって調製するファイルに前項に

規定する重要事項を記録したものを交付

する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法                                 
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３～６ 略 ３～６ 略 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第83条 略 第83条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が

軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所に速やかに入居させること

ができるように努めなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が

軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

７・８ 略 ７・８ 略 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定されて

いる、又は想定されるもの（第14条第１項（第

65条及び第86条において準用する場合を含

む。）及び第76条第１項並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録               

                                       

                                       

                                       

                により行うことができる。 

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定されて

いる、又は想定されるもの（第14条第１項（第

65条及び第86条において準用する場合を含

む。）及び第76条第１項並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。 
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２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第11条による今治市犬の危害防止条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（      調査等） （立入り調査等） 

第10条 略 第10条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定による調査は、デジタル技術

を活用することによりその目的を達成する

ことができるときは、当該場所に立ち入らず

にこれを行うことができる。 

 

３ 第１項の規定による調査は、デジタル技術

を活用することによりその目的を達成する

ことができるときは、当該場所に立ち入らず

にこれを行うことができる。 
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「参 考」 

第12条による今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（    検査） （立入検査） 

第30条 市長は、法第19条第１項に規定するも

ののほか、この条例の施行に必要な限度にお

いて、その職員に                        

   廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、

書類その他の必要な物件を検査させること

ができる。 

第30条 市長は、法第19条第１項に規定するも

ののほか、この条例の施行に必要な限度にお

いて、その職員に必要と認める場所に立ち入

り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、

書類その他の必要な物件を検査させること

ができる。 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定による    検査の権限は、犯

罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯

罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 
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「参 考」 

第13条による今治市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環 

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（縦覧場所及び期間） （縦覧場所及び期間） 

第４条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。

ただし、ホームページ等への掲載その他適切

な方法により行う場合は、この限りでない。 

第４条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。

                                       

                                        

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第14条による今治市美しいまちづくり条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（    調査） （立入調査） 

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、その指定する職員に、空き缶等及

び吸い殻等が散乱している土地又は犬のふ

んが放置されている土地の     必要な

調査を行わせることができる。 

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、その指定する職員に、空き缶等及

び吸い殻等が散乱している土地又は犬のふ

んが放置されている土地に立ち入り、必要な

調査を行わせることができる。 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定による  調査の権限は、犯

罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯

罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 
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「参 考」 

第15条による今治市雑用水道給水条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（流末施設の工事） （流末施設の工事） 

第10条 略 第10条 略 

２ 流末施設は、随時    検査をすることがで

きるものとし、その結果に基づき構造及び管

理の改善その他必要な措置を需用者に命ず

ることができる。 

 

２ 流末施設は、随時立入検査をすることがで

きるものとし、その結果に基づき構造及び管

理の改善その他必要な措置を需用者に命ず

ることができる。 
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「参 考」 

第16条による今治市公園条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（検査等） （検査等） 

第25条 市長は、必要があると認めるときは、

土地又は公園施設の使用状況等について使

用者に報告を求め、            検査し、又

はその結果に基づいて必要な措置を命ずる

ことができる。 

第25条 市長は、必要があると認めるときは、

土地又は公園施設の使用状況等について使

用者に報告を求め、実地について検査し、又

はその結果に基づいて必要な措置を命ずる

ことができる。 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第17条による今治市森林等の火入れに関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（    調査等） （立入調査等） 

第14条 市長は、火入れの許可をしようとする

場合において必要があると認めるときは、職

員に                       調査をさせる

ことができる。 

第14条 市長は、火入れの許可をしようとする

場合において必要があると認めるときは、職

員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせる

ことができる。 

２・３ 略 

 

２・３ 略 
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「参 考」 

第18条による今治市地区計画等の案の作成手続に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（地区計画等の案の提示方法） （地区計画等の案の提示方法） 

第２条 市長は、地区計画等の案を作成しよう

とするときは、あらかじめ次に掲げる事項を

公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の

日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に

供しなければならない。 

第２条 市長は、地区計画等の案を作成しよう

とするときは、あらかじめ次に掲げる事項を

公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の

日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に

供しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 縦覧方法 

 

(２) 縦覧場所 
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「参 考」 

第19条による今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（    検査  ） （立入検査等） 

第12条 市長は、この条例を施行するため必要

な限度において、建築物若しくは駐車施設の

所有者又は管理者から報告若しくは資料の

提出を求め、又はその職員に              

                       検査をさせること

ができる。 

第12条 市長は、この条例を施行するため必要

な限度において、建築物若しくは駐車施設の

所有者又は管理者から報告若しくは資料の

提出を求め、又はその職員をして建築物若し

くは駐車施設に立ち入り、検査をさせること

ができる。 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第20条による今治市港湾施設管理条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（報告の徴収等） （報告の徴収等） 

第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、別に規則で定めるところにより、

この条例若しくはこの条例に基づく規則の

規定による許可を受けた者から必要な報告

を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為

                                       

                                       

          の状況若しくは工作物、帳簿、書

類その他必要な物件を検査させることがで

きる。 

第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、別に規則で定めるところにより、

この条例若しくはこの条例に基づく規則の

規定による許可を受けた者から必要な報告

を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為

に係る場所若しくは当該許可を受けた者の

事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可

に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書

類その他必要な物件を検査させることがで

きる。 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第21条による今治市下水道条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１章・第２章 略 第１章・第２章 略 

第３章 公共下水道の使用（第９条―第19

条） 

第３章 公共下水の使用（第９条―第19条）

   

第４章～附則 略 第４章～附則 略 

（排水設備等の工事の施行） （排水設備等の工事の施行） 

第８条 排水設備等の新設等又は撤去の工事

は、排水設備等の工事に関し規則で定める技

能を有する者（以下「責任技術者」という。）

が選任する業者として、規則で定めるところ

により市長が指定したもの（以下「指定工事

店」という。）でなければ行ってはならない。

ただし、災害その他非常の場合において、市

長が特に必要があると認めるときは、次に掲

げる措置を講ずることができる。 

第８条 排水設備等の新設等又は撤去の工事

は、排水設備等の工事に関し規則で定める技

能を有する者（以下「責任技術者」という。）

が専属する業者として、規則で定めるところ

により市長が指定したもの（以下「指定工事

店」という。）でなければ行ってはならない。

ただし、災害その他非常の場合において、市

長が特に必要があると認めるときは、次に掲

げる措置を講ずることができる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第22条による今治市特定環境保全公共下水道条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（排水設備等の工事の施行） （排水設備等の工事の施行） 

第４条 排水設備及びこれに接続する除害施

設（以下「排水設備等」という。）の新設、

増設若しくは改築（以下「新設等」という。）

又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し

規則で定める技能を有する者（以下「責任技

術者」という。）が選任する業者として規則

で定めるところにより市長が指定したもの

（以下「指定工事店」という。）でなければ

行ってはならない。ただし、災害その他非常

の場合において、市長が特に必要があると認

めるときは、次に掲げる措置を講ずることが

できる。 

第４条 排水設備及びこれに接続する除害施

設（以下「排水設備等」という。）の新設、

増設若しくは改築（以下「新設等」という。）

又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し

規則で定める技能を有する者（以下「責任技

術者」という。）が専属する業者として規則

で定めるところにより市長が指定したもの

（以下「指定工事店」という。）でなければ

行ってはならない。ただし、災害その他非常

の場合において、市長が特に必要があると認

めるときは、次に掲げる措置を講ずることが

できる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第23条による今治市小規模下水道条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（排水設備等の工事の施行） （排水設備等の工事の施行） 

第６条 排水設備及びこれに接続する除害施

設（以下「排水設備等」という。）の新設、

増設若しくは改築（以下「新設等」という。）

又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し

規則で定める技能を有する者（以下「責任技

術者」という。）が選任する業者として規則

で定めるところにより市長が指定したもの

（以下「指定工事店」という。）でなければ

行ってはならない。ただし、災害その他非常

の場合において、市長が特に必要があると認

めるときは、次に掲げる措置を講ずることが

できる。 

第６条 排水設備及びこれに接続する除害施

設（以下「排水設備等」という。）の新設、

増設若しくは改築（以下「新設等」という。）

又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し

規則で定める技能を有する者（以下「責任技

術者」という。）が専属する業者として規則

で定めるところにより市長が指定したもの

（以下「指定工事店」という。）でなければ

行ってはならない。ただし、災害その他非常

の場合において、市長が特に必要があると認

めるときは、次に掲げる措置を講ずることが

できる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 略 

 

２ 略 
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「参 考」 

第24条による今治市給水条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（消火栓の使用） （消火栓の使用） 

第19条 略 第19条 略 

２ 私設消火栓を消防演習又は前項の許可を

得て使用するときは、市長の指示          

    を受けなければならない。 

 

２ 私設消火栓を消防演習又は前項の許可を

得て使用するときは、市長の指定する職員の

立会を受けなければならない。 
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「参 考」 

第25条による今治市営住宅条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（入居者の公募の方法） （入居者の公募の方法） 

第４条 市長は、公営住宅の入居者の公募を次

の各号に掲げる方法のうち２以上の方法に

よって行うものとする。 

(１) 新聞 

(２) テレビジョン 

(３) 市が発行する広報紙 

(４) 市のホームページへの掲載その他デ

ジタル技術を活用する方法 

(５) ラジオ 

(６) インターネット 

第４条 市長は、公営住宅の入居者の公募を次

の各号に掲げる方法のうち２以上の方法に

よって行うものとする。 

(１) 新聞 

(２) テレビジョン 

(３) 市が発行する広報紙 

(４)  市役所公告掲示場における掲示  

             

(５) ラジオ 

(６) インターネット 

２ 略 ２ 略 

（    検査） （立入検査） 

第66条 略 

 

第66条 略 
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議会第３回議案第47号  

  

  

今治市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定について 

  

標記条例を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年６月３日提出 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

「理 由」 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）の趣旨にのっ

とり、デジタル技術の進展等を踏まえた自律的及び継続的な行政手続のオンライン化の推進

等を図るため、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 

 今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成18年今治市条例第３号）

の全部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）

第16条第１項の規定の趣旨にのっとり、情報通信技術（デジタル社会形成基本法（令和３年法

律第35号）第２条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。）を活用した行政の推進につい

て、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技

術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係

る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与

することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 条例等 条例、規則等（地方自治法（昭和22年法律第67号）第15条第１項に規定する規

則、同法第120条に規定する会議規則、同法第138条の４第２項に規定する規則その他の規程

及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同

じ。）並びに地方自治法第252条の17の３第１項（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第55条第９項において準用する場合を含む。）の規定により本市に

適用があるものとされる愛媛県の条例及び規則をいう。 

(２) 市の機関 市長（公営企業の管理者の職務を行う市長を含む。）、消防長、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並

びにこれらに置かれる機関及びこれらの管理に属する機関をいう。 

(３) 市の機関等 市の機関及び市の機関が法律又は条例の規定に基づく試験、検査、検定、

登録その他の行政上の事務について当該法律又は条例に基づきその全部又は一部を行わせる

者を指定した場合におけるその指定を受けた者（その者が法人である場合におけるその代表

者を含む。）をいう。 

(４) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

(５) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することを

いう。 

(６) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
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い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

(７) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知を

いう。 

(８) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知そ

の他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対して行うものを除く。）

をいう。 

(９) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事

項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(10) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存

することをいう。 

(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

 （電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその

他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定

めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織（市の機関等の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関

する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当

該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市

の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等

に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されて

いるものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等につい

ては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第

２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利用その他の氏名又

は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他

の手数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処
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理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをも

ってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面

等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第１項

の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分

がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち

当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われ

た申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に

限る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

 （電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規

則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うこと

ができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により

受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通

知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等そ

の他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を

受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等

を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名

等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規

則等で定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等

に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等

のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と

認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当

該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、

第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前

項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 
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 （電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規

定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわら

ず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当

該事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦

覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その

他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

 （電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規

定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、

当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定

により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等

の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されて

いるものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規

定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代える

ことができる。 

 （適用除外） 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、第３条から前条までに定める規定は、適用しない。 

(１) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があ

ること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその

他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用

する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 

(２) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第３条

第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されて

いるものを除く。） 

 （添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める書面等で

あって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定さ
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れているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする

者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等

の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書

面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付す

ることを要しない。 

 （手続等に係る情報システムの整備等） 

第９条 市は、市の機関等に係る手続等における情報システムの整備その他必要な措置を講ずる

に当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めるものと

する。 

２ 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手

続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。 

 （情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正） 

第10条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便

益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に

相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確

保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経

済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格

差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 （情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第11条 市の機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該市の機関

等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推

進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

 （委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議会第３回議案第48号  

  

  

今治市営運動場条例の一部を改正する条例制定について 

  

標記条例を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年６月３日提出 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

「理 由」 

   桜井総合公園の球技場及び庭球場を追加しようとするもの。 
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今治市営運動場条例の一部を改正する条例 

 

今治市営運動場条例（平成17年今治市条例第114号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場の項の次に次のように加える。 

今治市営桜井総合公園球技場 今治市湯ノ浦乙58番地１ 

今治市営桜井総合公園庭球場 今治市湯ノ浦乙58番地１ 

別表第１に次の１表を加える。 

６ 桜井総合公園使用料 

区分 使用時間 使用料 

球技場 全日 2,200円 

半日 1,100円 

２時間までごとに 660円 

庭球場（１面につき） 

 
 

１時間までごとに 310円 

 

夜間照明施設（１面につき） １時間までごとに 370円 

備考 

１ 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する

時間を含む。 

２ 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照

明施設を除く。 

３ 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の日から

施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の今治市営運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係

るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。 

 （今治市公園条例の一部改正） 

３ 今治市公園条例（平成17年今治市条例第207号）の一部を次のように改正する。 

  第26条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

別表第４第３項の表中 
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 「 

 

 

 

 

 

 

 

                                          」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

                                          」 

に改め、同表備考中第５項を削り、第６項を第５項とし、第７項から第21項までを１項ずつ繰

り上げる。 

（今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

４ 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年今治市条例第60号）

の一部を次のように改正する。 

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項指定施設の名称の欄中「今治市営桜井海浜ふ

れあい広場サッカー場」の次に「、今治市営桜井総合公園球技場、今治市営桜井総合公園庭球

場」を加え、同表今治市桜井総合公園有料公園施設指定管理者選定審議会の項を削る。 

（今治市障がい者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例の一部改正） 

５ 今治市障がい者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例（平成22年今治市

条例第14号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「（第６号にあっては、同号に定める施設に限る。）」を削り、同項第６号

を削る。 

桜井総合

公園 

球技場 全日 2,200円 

半日 1,100円 

２時間までごとに 660円 

庭球場（１面につき） １時間までごとに 310円 

同上夜間照明施設（１面につき） １時間までごとに 370円 

ボブスレー 

 

１人乗１回 200円 

２人乗１回 300円 

桜井総合

公園 

球技場 別に条例で定めるところによる 
 

庭球場（１面につき） 

 
  

夜間照明施設（１面につき） 

ボブスレー 

 

１人乗１回 200円 

２人乗１回 300円 
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「参 考」 

今治市営運動場条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（設置） （設置） 

第２条 今治市営運動場（以下「運動場」とい

う。）の名称及び位置は、次のとおりとする。 

第２条 今治市営運動場（以下「運動場」とい

う。）の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

 略 

今治市営桜井海浜ふれ

あい広場サッカー場 

今治市桜井甲1130番地

２ 

今治市営桜井総合公園

球技場 

今治市湯ノ浦乙58番地

１ 

今治市営桜井総合公園

庭球場 

今治市湯ノ浦乙58番地

１ 

今治市営朝倉緑のふる

さと公園運動場 

今治市朝倉下乙258番

地１ 

 略 
 

名称 位置 

 略 

今治市営桜井海浜ふれ

あい広場サッカー場 

今治市桜井甲1130番地

２ 

今治市営桜井総合公園

球技場 

今治市湯ノ浦乙58番地

１ 

今治市営桜井総合公園

庭球場 

今治市湯ノ浦乙58番地

１ 

今治市営朝倉緑のふる

さと公園運動場 

今治市朝倉下乙258番

地１ 

 略 
 

２ 略 ２ 略 

別表第１（第７条、第17条の４関係） 別表第１（第７条、第17条の４関係） 

１～５ 略 １～５ 略 

６ 桜井総合公園使用料 ６ 桜井総合公園使用料 

区分 使用時間 使用料 

球技場 全日 2,200円 

半日 1,100円 

２時間まで

ごとに 

660円 

庭球場（１面につき） １時間まで

ごとに 

310円 

 

夜間照明施設 １時間まで 370円 

区分 使用時間 使用料 

球技場 全日 2,200円 

半日 1,100円 

２時間まで

ごとに 

660円 

庭球場（１面につき） １時間まで

ごとに 

310円 

 

夜間照明施設 １時間まで 370円 
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（１面につき） ごとに 
 

（１面につき） ごとに 
 

備考 備考 

１ 使用時間とは、実際に使用する時間の

ほか、その準備及び原状に回復するため

に要する時間を含む。 

１ 使用時間とは、実際に使用する時間の

ほか、その準備及び原状に回復するため

に要する時間を含む。 

２ 中学生以下又は65歳以上の者につい

ては、所定の使用料の半額とする。ただ

し、夜間照明施設を除く。 

２ 中学生以下又は65歳以上の者につい

ては、所定の使用料の半額とする。ただ

し、夜間照明施設を除く。 

３ 使用料の額に10円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てる。 

３ 使用料の額に10円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てる。 
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議会第３回議案第49号  

  

  

今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

  

標記条例を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年６月３日提出 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「理 由」 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）、地方税法（昭和25年法律第226号）及び地

方税法施行令（昭和25年政令第245号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

今治市国民健康保険税条例（平成17年今治市条例第154号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の次に「及び子

ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この

条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（愛媛県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子

育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。） 

第３条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（法第703条の４第30項

に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て

支援納付金課税額は、３万円とする。 

第７条第１号中「第７条の５」の次に「、第11条の５」を加える。 

第11条の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第11条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.25を乗じて算定

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第11条の３ 第３条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について1,084円とする。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額） 

第11条の４ 第３条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者１人について38円

とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第11条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 714円 

(２) 特定世帯 357円 
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(３) 特定継続世帯 535円 

第26条第１項中「）並びに」を「）、」に改め、「17万円）」の次に「並びに同条第５項本文

の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 759円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 27円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円 

(イ) 特定世帯 250円 

(ウ) 特定継続世帯 375円 

第26条第１項第２号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 542円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 19円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 357円 

(イ) 特定世帯 179円 

(ウ) 特定継続世帯 268円 

第26条第１項第３号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 217円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 

18歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について ８円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 143円 

(イ) 特定世帯 72円 
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(ウ) 特定継続世帯 107円 

第26条第２項に次の１号を加える。 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 163円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 271円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 434円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 542円 

第26条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等割額」の次

に「及び18歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第24条の30の５」を「第24条の30

の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第11条の２の規定により算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産

被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第11条の３の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の12

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第11条の４の規定により算定した18歳以上被保険者均

等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳以

上被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

第26条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の３月31日以前で

ある被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属

する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等

割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

第26条の２第１項中「）及び」を「）、」に改め、「17万円）」の次に「及び同条第５項本文
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の子ども・子育て支援納付金課税額から第10号から第13号までに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項に次の４号を加える。 

(10) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 全額 

(11) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の世帯 旧被扶養者１人につき 542円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧被扶養者１人につき 542円から同号キに掲げる額

を減額して得た額 

(12) 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の世帯 旧被扶養者１人につき 19円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧被扶養者１人につき 19円から同号クに掲げる額を

減額して得た額 

(13) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の世帯（旧被扶養者以外の被保険者がいない世帯（特

定世帯を除く。）に限る。） 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定継続世帯以外の世帯 １世帯につき 357円 

(イ) 特定継続世帯 １世帯につき 179円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯（旧被扶養者以外の被保険者がいない世帯（特定世帯を

除く。）に限る。） １世帯につき アに掲げる世帯の区分に応じ、アに定める額から同

号ケに定める額を減額して得た額 

 附則第５項、第６項及び第８項から第15項までの規定中「、第８条」の次に「、第11条の２」

を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の今治市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
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「参 考」  

今治市国民健康保険税条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課

税額は、世帯主及びその世帯に属する被保険

者につき算定した次に掲げる額の合算額と

する。 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課

税額は、世帯主及びその世帯に属する被保険

者につき算定した次に掲げる額の合算額と

する。 

(１) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康

保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以下この

条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、愛

媛県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条にお

いて「後期高齢者支援金等」という。）、

あ介護保険法（平成９年法律第123号）の

規定による納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）及び子ども・子

育て支援法（平成24年法律第65号）の規定

による子ども・子育て支援納付金（以下こ

の条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための保険税の課税

額をいう。以下同じ。） 

(１) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康

保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以下この

条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、愛

媛県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条にお

いて「後期高齢者支援金等」という。）及

び介護保険法（平成９年法律第123号）の

規定による納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）及び子ども・子

育て支援法（平成24年法律第65号）の規定

による子ども・子育て支援納付金（以下こ

の条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための保険税の課税

額をいう。以下同じ。） 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 
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(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（愛媛県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（愛媛県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額及び資産割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が26

万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する              被保

険者につき算定した所得割額及び資産割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が26

万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、26万円とする。 

４ 略 ４ 略 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者

（法第703条の４第30項に規定する18歳以上

被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た18歳以上被保険者均等割額を加算した額

とする。ただし、加算後の額が３万円を超え

る場合においては、子ども・子育て支援納付

金課税額は、３万円とする。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者

（法第703条の４第30項に規定する18歳以上

被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た18歳以上被保険者均等割額を加算した額

とする。ただし、加算後の額が３万円を超え

る場合においては、子ども・子育て支援納付

金課税額は、３万円とする。 

（基礎課税額の世帯別平等割額） （基礎課税額の世帯別平等割額） 
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第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。次号、第７条の５、第11条の５、第

26条第１項及び第26条の２第１項におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって特定月以後５年を

経過する月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の５、第11条の５、

第26条第１項及び第26条の２第１項にお

いて同じ。）以外の世帯 25,500円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。次号、第７条の５            、第

26条第１項及び第26条の２第１項におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって特定月以後５年を

経過する月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の５            、

第26条第１項及び第26条の２第１項にお

いて同じ。）以外の世帯 25,500円 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の所得割額） 

第11条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の0.25を乗じ

て算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の所得割額） 

第11条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の0.25を乗じ

て算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子
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育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第11条の３ 第３条第５項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について1,084円とする。 

育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第11条の３ 第３条第５項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について1,084円とする。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支

援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額） 

第11条の４ 第３条第５項の18歳以上被保険

者均等割額は、18歳以上被保険者１人につい

て38円とする。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支

援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額） 

第11条の４ 第３条第５項の18歳以上被保険

者均等割額は、18歳以上被保険者１人につい

て38円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第11条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 714円 

(２) 特定世帯 357円 

(３) 特定継続世帯 535円 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第11条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 714円 

(２) 特定世帯 357円 

(３) 特定継続世帯 536円 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が67万円を超える場合には、67万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）、    同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が

17万円を超える場合には、17万円）並びに同

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が67万円を超える場合には、67万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が

17万円を超える場合には、17万円）並びに同
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条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課

税額からキからケまでに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が３万円を超

える場合には、３万円）の合算額とする。 

条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課

税額からキからケまでに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が３万円を超

える場合には、３万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第703条の

５第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１

項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が55万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢65歳未満の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、43万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第703条の

５第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１

項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が55万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢65歳未満の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、43万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した
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金額）を超えない世帯に係る納税義務者 金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について 

〇759円 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について

〇759円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 27円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 27円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 500円 

(イ) 特定世帯 250円 

(ウ) 特定継続世帯 375円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 500円 

(イ) 特定世帯 250円 

(ウ) 特定継続世帯 375円 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世

帯所属者１人につき31万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世

帯所属者１人につき31万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 
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ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について 

〇542円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について

〇542円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 19円 

  ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について 19円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 357円 

(イ) 特定世帯 179円 

(ウ) 特定継続世帯 268円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 357円 

(イ) 特定世帯 179円 

(ウ) 特定継続世帯 268円 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世

帯所属者１人につき57万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万

円（納税義務者並びにその世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世

帯所属者１人につき57万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 ア～カ 略 
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キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について 

〇217円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について

〇217円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について ８円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第２条

第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について ８円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 143円 

(イ) 特定世帯 72円 

(ウ) 特定継続世帯 107円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 143円 

(イ) 特定世帯 72円 

(ウ) 特定継続世帯 108円 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯内に６

歳に達する日以後の最初の３月31日以前で

ある被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定した被

保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯内に６

歳に達する日以後の最初の３月31日以前で

ある被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定した被

保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 
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(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額

した世帯 163円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額

した世帯 271円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額

した世帯 434円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 542円 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額

した世帯 163円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額

した世帯 271円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額

した世帯 434円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 542円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第56条の89第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額並びに被保険者均等割

額及び18歳以上被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額及

び18歳以上被保険者均等割額）は、当該所得

割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第56条の89第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額及び  被保険者均等割

額                            （第１項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額  

                          ）は、当該所得

割額及び  被保険者均等割額             

               から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る

基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第４条の規定により算定した所

得割額の12分の１の額に、当該出産被保険

者の出産の予定日（地方税法施行規則第24

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る

基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第４条の規定により算定した所

得割額の12分の１の額に、当該出産被保険

者の出産の予定日（地方税法施行規則第24
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条の30の６に定める場合には、出産の日。

以下同じ。）の属する月（以下「出産予定

月」という。）の前月（多胎妊娠の場合に

は、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）

のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

条の30の５に定める場合には、出産の日。

以下同じ。）の属する月（以下「出産予定

月」という。）の前月（多胎妊娠の場合に

は、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）

のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額 当該出産被保険者につき第11条の２

の規定により算定した所得割額の12分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額 当該出産被保険者につき第11条の２

の規定により算定した所得割額の12分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第

11条の３の規定により算定した被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第

11条の３の規定により算定した被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第11条の４の規定により算定した

18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の18歳以上被保険者均

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第11条の４の規定により算定した1

8歳以上被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の18歳以上被保険者均
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等割額）の12分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

等割額）の12分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に18歳に達する日以後の最初の３月31

日以前である被保険者（以下「18歳未満被保

険者」という。）がある場合における当該納

税義務者に対して課する子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する18歳未満被保険者に

つき算定した被保険者均等割額（前３項に規

定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、当

該被保険者均等割額に相当する額を減額し

て得た額とする。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に18歳に達する日以後の最初の３月31

日以前である被保険者（以下「18歳未満被保

険者」という。）がある場合における当該納

税義務者に対して課する子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する18歳未満被保険者に

つき算定した被保険者均等割額（前３項に規

定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、当

該被保険者均等割額に相当する額を減額し

て得た額とする。 

（保険税の減額の特例） （保険税の減額の特例） 

第26条の２ 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から２年を経過する月まで

の間に限り、第３条第２項本文の基礎課税額

から第１号から第３号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が66万円

を超える場合には、67万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第４号

から第６号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円）、  同条第４項本文の介護

納付金課税額から第７号から第９号までに

第26条の２ 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から２年を経過する月まで

の間に限り、第３条第２項本文の基礎課税額

から第１号から第３号までに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が66万円

を超える場合には、67万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第４号

から第６号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額から第７号から第９号までに
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掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）及

び同条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額から第10号から第13号までに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が３万円を超える場合には、３万円）の合算

額とする。 

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）及

び同条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額から第10号から第13号までに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が３万円を超える場合には、３万円）の合算

額とする。 

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略 

(10) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の所得割額 

全額 

 (10) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の所得割額 

全額 

(11) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯 旧被扶養者１人につき 542円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧

被扶養者１人につき 542円から同号キ

に掲げる額を減額して得た額 

(11) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯 旧被扶養者１人につき 542円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧

被扶養者１人につき 542円から同号キ

に掲げる額を減額して得た額 

(12) 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯 旧被扶養者１人につき 19円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧

被扶養者１人につき 19円から同号ク

に掲げる額を減額して得た額 

(12) 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯 旧被扶養者１人につき 19円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯 旧

被扶養者１人につき 19円から同号ク

に掲げる額を減額して得た額 

(13) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

 (13) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平等
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割額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯（旧被扶養者以外の被保険者がいな

い世帯（特定世帯を除く。）に限る。） 

〇次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ア) 特定継続世帯以外の世帯 １世

帯につき 357円 

(イ) 特定継続世帯 １世帯につき 

179円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯（旧被

扶養者以外の被保険者がいない世帯（特

定世帯を除く。）に限る。） １世帯に

つき アに掲げる世帯の区分に応じ、ア

に定める額から同号ケに定める額を減

額して得た額 

割額 

ア 前条第１項各号に掲げる世帯以外の

世帯（旧被扶養者以外の被保険者がいな

い世帯（特定世帯を除く。）に限る。） 

〇次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ア) 特定継続世帯以外の世帯 １世

帯につき 357円 

(イ) 特定継続世帯 １世帯につき 

179円 

イ 前条第１項第３号に掲げる世帯（旧被

扶養者以外の被保険者がいない世帯（特

定世帯を除く。）に限る。） １世帯に

つき アに掲げる世帯の区分に応じ、ア

に定める額から同号ケに定める額を減

額して得た額 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る保険

税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第４条、第７条の２、第８条、第11条の

２及び第26条の規定の適用については、第４

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第33条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

５ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第４条、第７条の２、第８条          

  及び第26条の規定の適用については、第４

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第33条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく
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は山林所得金額又は法附則第33条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

は山林所得金額又は法附則第33条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条

第４項の譲渡所得を有する場合における第

４条、第７条の２、第８条、第11条の２及び

第26条の規定の適用については、第４条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第

34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後

の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第26

６ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条

第４項の譲渡所得を有する場合における第

４条、第７条の２、第８条            及び

第26条の規定の適用については、第４条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第

34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後

の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第26
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条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第４条、第７条の２、

第８条、第11条の２及び第26条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

35条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

８ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第４条、第７条の２、

第８条、第11条の２及び第26条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

35条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第26条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険

税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第４条、第７条の

２、第８条、第11条の２及び第26条の規定の

９ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第４条、第７条の

２、第８条            及び第26条の規定の
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適用については、第４条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

適用については、第４条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の

課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第４条、第７条の２、

第８条、第11条の２及び第26条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の４第４項に規定する先

10 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条

の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第４条、第７条の２、

第８条、第11条の２及び第26条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第26条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の４第４項に規定する先
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物取引に係る雑所得等の金額」とする。 物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保

険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第４条、第７条の２、第８条、

第11条の２及び第26条の規定の適用につい

ては、第４条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第33条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条

の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第４条、第７条の２、第８条  

          及び第26条の規定の適用につい

ては、第４条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第33条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、第26条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

（特例適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

12 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第８条第２項に規定する特例適用利子

等、同法第12条第５項に規定する特例適用利

子等又は同法第16条第２項に規定する特例

適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡

所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお

12 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第８条第２項に規定する特例適用利子

等、同法第12条第５項に規定する特例適用利

子等又は同法第16条第２項に規定する特例

適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡

所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお
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ける第４条、第７条の２、第８条、第11条の

２及び第26条の規定の適用については、第４

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外

国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12条

第５項及び第16条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等の

額（以下この条及び第26条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第314条の２第２項」と、「山林所得

金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利子

等の額」と、第26条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額」とする。 

ける第４条、第７条の２、第８条          

  及び第26条の規定の適用については、第４

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外

国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12条

第５項及び第16条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等の

額（以下この条及び第26条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第314条の２第２項」と、「山林所得

金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利子

等の額」と、第26条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

（特例適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

13 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第４項に規定

する特例適用配当等、同法第12条第６項に規

定する特例適用配当等又は同法第16条第３

項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第４条、第７条の２、第８条、第11条の２

及び第26条の規定の適用については、第４条

13 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第４項に規定

する特例適用配当等、同法第12条第６項に規

定する特例適用配当等又は同法第16条第３

項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第４条、第７条の２、第８条            

及び第26条の規定の適用については、第４条
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第１項中「山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項（同法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例

適用配当等の額（以下この条及び第26条第１

項において「特例適用配当等の額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用配当等の額」と、第26条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 

第１項中「山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項（同法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例

適用配当等の額（以下この条及び第26条第１

項において「特例適用配当等の額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用配当等の額」と、第26条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

（条約適用利子等に係る保険税の課税の特

例） 

14 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合における

第４条、第７条の２、第８条、第11条の２及

び第26条の規定の適用については、第４条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

14 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合における

第４条、第７条の２、第８条、第11条の２及

び第26条の規定の適用については、第４条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税
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法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額」と、第

26条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額」と、第

26条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

（条約適用配当等に係る保険税の課税の特

例） 

15 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及

び雑所得を有する場合における第４条、第７

条の２、第８条、第11条の２及び第26条の規

定の適用については、第４条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第12項に規定する条約適用

15 世帯主又はその世帯に属する被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及

び雑所得を有する場合における第４条、第７

条の２、第８条            及び第26条の規

定の適用については、第４条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第12項に規定する条約適用
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配当等の額の合計額から法第314条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額」と、第26条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

配当等の額の合計額から法第314条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額」と、第26条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 
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議会第３回議案第50号  

  

  

今治市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

  

標記条例を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年６月３日提出 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「理 由」 

   非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335号）の改正に伴

い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

今治市消防団員等公務災害補償条例（平成17年今治市条例第270号）の一部を次のように改正す

る。 

第18条中「31万5,000円」を「33万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の今治市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第

18条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた

今治市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」とい

う。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の

例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正前の今治市消

防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第18条の規定による金額により支給さ

れたもの又は旧条例附則第６条の規定により支給されたもの（その額が66万円未満であるもの

に限る。）の支払は、新条例第18条の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 
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「参 考」 

今治市消防団員等公務災害補償条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（葬祭補償） （葬祭補償） 

第18条 消防団員等が公務により、又は消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより、

死亡した場合においては、市は、葬祭を行う

者に対して、葬祭補償として、33万円5,000

に補償基礎額の30倍に相当する金額を加え

た金額を支給する。 

 

第18条 消防団員等が公務により、又は消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより、

死亡した場合においては、市は、葬祭を行う

者に対して、葬祭補償として、31万5,000円

に補償基礎額の30倍に相当する金額を加え

た金額を支給する。 
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議会第３回議案第51号  

 

 

特別教室空調設備整備事業 その１工事請負契約の締結について 

 

 特別教室空調設備整備事業 その１工事施行のため、次の請負契約を締結する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

記 

 

１ 契約の目的    特別教室空調設備整備事業 その１ 

 

２ 契約の方法    随意契約（公募型プロポーザル方式） 

 

３ 契約金額     1,154,950,500円 

 

４ 契約の相手方   香川県高松市亀井町７番地９ 

           四電エナジーサービス株式会社 

            取締役社長 仙波 純 
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「参 考」 

 

１ 工事概要 

   設計業務   一式 

   施工業務   一式 

   統括管理業務 一式 

 

２ 工事対象施設 

今治市立小学校 

（13校） 

桜井小学校、国分小学校、富田小学校、清水小学校、日高小

学校、乃万小学校、朝倉小学校、鴨部小学校、九和小学校、

波方小学校、大西小学校、亀岡小学校、菊間小学校 

今治市立中学校 

（７校） 

桜井中学校、南中学校、西中学校、朝倉中学校、玉川中学校、

大西中学校、菊間中学校 

 

３ 評価結果 

 四電エナジーサービス株式会社 

評価点 85.57/100.00点 

提案金額 1,154,950,500円 

 

区  分 金  額 

事業費限度額 
円  

1,202,080,000 
 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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４ 随意契約（公募型プロポーザル方式）参加業者 

業  者  名 評  価  点 

四電エナジーサービス株式会社 85.57/100.00点 

Ｂ社 81.33/100.00点 

 

５ 工期 

契約発効の日から令和10年３月17日まで 

 

６ 仮契約締結年月日 

   令和８年５月12日 
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議会第３回議案第52号  

 

 

特別教室空調設備整備事業 その２工事請負契約の締結について 

 

 特別教室空調設備整備事業 その２工事施行のため、次の請負契約を締結する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

記 

 

１ 契約の目的    特別教室空調設備整備事業 その２ 

 

２ 契約の方法    随意契約（公募型プロポーザル方式） 

 

３ 契約金額     1,074,700,000円 

 

４ 契約の相手方   今治市喜田村四丁目13番53号 

                      株式会社さくら工業 

            代表取締役 桜井 健吾 
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「参 考」 

 

１ 工事概要 

   設計業務   一式 

   施工業務   一式 

   統括管理業務 一式 

 

２ 工事対象施設 

今治市立小学校 

（13校） 

吹揚小学校、別宮小学校、常盤小学校、近見小学校、立花小

学校、鳥生小学校、波止浜小学校、吉海小学校、宮窪小学校、

伯方小学校、上浦小学校、大三島小学校、岡村小学校 

今治市立中学校 

（８校） 

日吉中学校、近見中学校、立花中学校、北郷中学校、大島中

学校、伯方中学校、大三島中学校、関前中学校 

 

３ 評価結果 

 株式会社さくら工業 

評価点 81.33/100.00点 

提案金額 1,074,700,000円 

 

区  分 金  額 

事業費限度額 
円  

1,097,052,000 
 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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４ 随意契約（公募型プロポーザル方式）参加業者 

業  者  名 備  考 

株式会社さくら工業 採 用 

Ｂ社 順位無効 

 

５ 工期 

   契約発効の日から令和10年３月17日まで 

 

６ 仮契約締結年月日    

令和８年５月８日 
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議会第３回議案第53号  

 

 

財産の取得について（ネットワーク関連機器） 

 

 次のとおりネットワーク関連機器を購入する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 

 

 

記 

 

 

１ 品名及び数量   ネットワーク関連機器一式（別紙内訳書のとおり） 

 

２ 購入の目的    耐用年数経過によるネットワーク関連機器の更新 

 

３ 購入方法     指名競争入札 

 

４ 購入金額     59,400,000円 

 

５ 購入の相手方   今治市南大門町一丁目１番地の15 

           四国通建株式会社 

            代表取締役 高木 康弘 
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「別 紙」 

 

ネットワーク関連機器内訳書 

 

区   分 品    名 数 量 

ネットワーク関連機器 
レイヤ３スイッチ ２台 

無停電電源装置 ３台 
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「参 考」 

 

ネットワーク関連機器入札結果 

 

業  者  名 入 札 金 額 

四国通建株式会社 
円 

59,400,000 
 

アカマツ株式会社 今治営業所 61,270,000 

ケーオー商事株式会社 62,150,000 

越智電機産業株式会社 63,690,000 

株式会社スジヤ 63,965,000 

株式会社ＩＪＣ 辞退 

有限会社大喜 辞退 

ＢＥＭＡＣ株式会社 辞退 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

 (８) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

 

 

 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の 

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第３回議案第54号  

 

 

財産の取得について（一般事務用コンピュータ機器） 

 

 次のとおり一般事務用コンピュータ機器を購入する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 

 

 

記 

 

 

１ 品名及び数量   一般事務用コンピュータ機器（モバイルノート型パソコン） 300台 

 

２ 購入の目的    耐用年数経過による機器の更新 

 

３ 購入方法     指名競争入札 

 

４ 購入金額     36,960,000円 

 

５ 購入の相手方   今治市南大門町一丁目１番地の15 

           四国通建株式会社 

            代表取締役 高木 康弘 

 

－105－



 

 

「参 考」 

 

一般事務用コンピュータ機器（モバイルノート型パソコン）入札結果 

 

業  者  名 入 札 金 額 

四国通建株式会社 
円 

36,960,000 
 

株式会社ＩＪＣ 38,940,000 

越智電機産業株式会社 39,600,000 

ケーオー商事株式会社 42,626,100 

株式会社スジヤ 42,630,000 

アカマツ株式会社 今治営業所 49,054,500 

有限会社大喜 辞退 

ＢＥＭＡＣ株式会社 辞退 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

 (８) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

 

 

 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の 

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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－108－



 議会第３回議案第55号  

 

 

財産の取得について（高規格救急自動車） 

 

 次のとおり高規格救急自動車を購入する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

 

記 

 

 

１ 品名、規格及び数量   高規格救急自動車（2,500ccクラス、ガソリン車、４ＷＤ、オート

マチック仕様、高度救命処置用資機材含む。） １台 

 

２ 購入の目的       中央消防署に配備の高規格救急自動車の更新 

 

３ 購入方法        指名競争入札 

 

４ 購入金額        42,260,000円 

 

５ 購入の相手方      今治市土橋町一丁目５番20号 

              愛媛トヨタ自動車株式会社 今治店 

               店長 松岡 潤 
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「参 考」 

 

高規格救急自動車入札結果 

 

業  者  名 入 札 金 額 

愛媛トヨタ自動車株式会社 今治店 
円  

42,260,000 
  

愛媛日産自動車株式会社 今治唐子浜店 43,192,800 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

 (８) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

 

 

 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の 

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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 議会第３回議案第56号  

 

 

財産の取得について（高規格救急自動車） 

 

 次のとおり高規格救急自動車を購入する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

 

記 

 

 

１ 品名、規格及び数量   高規格救急自動車（2,500ccクラス、ガソリン車、４ＷＤ、オート

マチック仕様、高度救命処置用資機材含む。） １台 

 

２ 購入の目的       北消防署に配備の高規格救急自動車の更新 

 

３ 購入方法        指名競争入札 

 

４ 購入金額        42,480,000円 

 

５ 購入の相手方      今治市土橋町一丁目５番20号 

              愛媛トヨタ自動車株式会社 今治店 

               店長 松岡 潤 
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「参 考」 

 

高規格救急自動車入札結果 

 

業  者  名 入 札 金 額 

愛媛トヨタ自動車株式会社 今治店 
円  

42,480,000 
  

愛媛日産自動車株式会社 今治唐子浜店 43,282,800 

※ 上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を加算したものである。 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

 (８) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

 

 

 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の 

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地

については、１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第３回議案第57号 

 

 

財産の処分について（サンライズ糸山） 

 

 次のとおり建物を売却する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 

 

 

記 

 

 

１ 建物の所在及び概要 

   所 在 地    今治市砂場町二丁目８番１号 

   構  造  鉄筋コンクリート造鋼板葺２階建 

   延床面積  2,037.57 ㎡ 

 

２ 売却の目的 

   普通財産の処分 

 

３ 契約の方法 

   随意契約（公募型プロポーザル方式） 

 

４ 売却の相手方及び価格 

   相手方   香川県高松市亀井町７番地９ 

四電ビジネス株式会社 

          代表取締役 山﨑 達成 

   価 格   368,500,000 円 
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「参 考」 

 

１ 位置図 

 

 

                             凡例 

対象建物 

縮尺１：３７５０ 
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２ 評価結果 

 四電ビジネス株式会社 

評価点 124.75/150.00点 

提案金額 368,500,000円 

 

区  分 金  額 

最低売却金額 183,800,000円 

     

３ 随意契約（公募型プロポーザル方式）参加業者 

業  者  名 評  価  点 

四電ビジネス株式会社 
 

124.75/150.00 点 

Ｂ社 81.03/150.00 点 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

（８） 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。 

 

 

 

 

今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の 

取得又は処分に関する条例（抜すい） 

 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い （土地

については、１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議会第３回議案第58号  

 

 

今治市辺地総合整備計画の策定について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

88号）第３条第１項の規定により、今治市辺地総合整備計画を定めることについて議会の議決を

求める。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 
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「参 照」 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の 

特別措置等に関する法律（抜すい） 

 

 （総合整備計画の策定等） 

第３条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決

を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」

という。）を定めることができる。 
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今治市辺地総合整備計画 

（令和８年度～11 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県今治市 
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総 合 整 備 計 画 書 

 

愛媛県今治市  川上辺地 

（辺地の人口 54 人  面積 6.0k㎡） 

（参考 辺地の世帯数 31世帯） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 菊間町川上 

（２）地域の中心の位置 今治市菊間町川上 284 番地 

（３）辺地度点数     126 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

川上地域は、菊間町中心部から南東へ約４kmのところに位置し、民家は山あいに集中し、

主な産業は第１次産業（農業）である。 
当該地域の生活・経済を支える交通手段は、公共交通機関がないことから自家用車への依

存度が高くなっている。県道玉川菊間線から松山市を結ぶ市道松尾立岩線は本地域において

非常に需要の高い主要幹線道路となっているが、路面沈下・クラック等が生じ、通行に支障

をきたしている。 
本路線の整備を行なうことで、地域住民の生活、経済活動の利便性、安全性が確保できる

とともに、地域経済の安定と向上、さらには地域間の交流による活性化が期待できる。 
 

３ 公共的施設の整備計画 

令和８年度から令和 11年度までの４年間 

（単位：千円） 

 

事業費 
財源内容 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 特定財源 一般財源 

市道松尾 
立岩線 

今治市 5,000  5,000 5,000 

合   計 5,000  5,000 5,000 

 

 

施設名 

区分 
事業主 
体名 
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総 合 整 備 計 画 書 

 

愛媛県今治市  盛辺地 

（辺地の人口 438 人  面積 4.8k㎡） 

（参考 辺地の世帯数 240 世帯） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 上浦町盛 

（２）地域の中心の位置 今治市上浦町盛 2769 番地 

（３）辺地度点数     168 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

 盛地域の本漁港は、今治市の約 10km に浮かぶ大三島の北端部に位置し、燧灘漁場を近く

に控え、小型漁船での沿岸を主とした漁業が営まれている。 

また海上交通面では大三島と広島県竹原市忠海町を結ぶ定期航路船（盛漁港～大久野島～

忠海港）が就航し、通勤、通学、生活物資の搬入・搬出などの生活基盤及び大久野島への観

光拠点としても利用されており、海上交通拠点としての機能を併せ持つ港となっている。 

 盛漁港区域内に設置されている盛港務所は、定期航路船の待合所や休憩所として主に利用

されている施設である。 

当施設は、昭和 61 年（1986 年）に竣工後、40年が経過しており、構造耐力上主要な部分

の鉄骨が腐食し、著しく老朽化していることから、定期航路船を利用する地域住民はもとよ

り、観光客やサイクリストなどの施設利用者（年間乗降者数約 10 万人）の安全を確保する

ために、港務所の建て替えが必要となっている。 

 港務所の建て替えを行うことで、施設利用者（地域住民・観光客・サイクリスト）にとっ

ての安全性及び利便性向上が期待されるとともに、誰もが安心して利用できるトイレを再整

備することで、休憩所としての機能向上を図る。 

また、港務所の建て替えにあわせて「今治らしさ」を PR する外壁デザインを施すことで、

盛地域の観光拠点として磨き上げを行い、観光客やサイクリストが立ち寄りたくなるような

港務所にすることで、県内外から本市への周遊促進と盛地域の活性化が期待される。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

令和８年度から令和 11年度までの４年間 

（単位：千円） 

 

事業費 
財源内容 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 特定財源 一般財源 

盛港務所 今治市 53,476 0 53,476 53,400 

合   計 53,476 0 53,476 53,400 

 

 

事業主 
体名 

区分 

施設名 
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議会第３回議案第59号  

 

 

今治市辺地総合整備計画の変更について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

88号）第３条第８項の規定により、今治市辺地総合整備計画を変更することについて議会の議決

を求める。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 
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「参 照」 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の 

特別措置等に関する法律（抜すい） 

 

 （総合整備計画の策定等） 

第３条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決

を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」

という。）を定めることができる。 

８ 前各項の規定は、第５項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を

変更しようとする場合について準用する。 
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今治市辺地総合整備計画 

（令和７年度～11 年度） 

 

 

第１次変更（令和８年６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県今治市 
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総 合 整 備 計 画 書 

 

愛媛県今治市  松尾辺地 

（辺地の人口 68 人  面積 2.7k㎡） 

（参考 辺地の世帯数 39 世帯） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 菊間町松尾 

（２）地域の中心の位置 今治市菊間町松尾 57 番地 1 

（３）辺地度点数     102 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

松尾地域は、菊間町中心部から南東へ３kmのところに位置し、民家は山あいに集中し、

就労人口の多くが第１次産業（農業）に従事している。 

当該地域の生活・経済を支える交通手段は、公共交通機関がないことから自家用車への依

存度が高く、その道路事情にあっては、本地域と菊間町中心部を結ぶ市道菊間松尾線、ある

いは河之内地域、今治市玉川町を結んでいる県道玉川菊間線と今治市野間地域を結んでいる

越智西部広域農道が主要幹線道路となっている。 

県道玉川菊間線は、部分的に改良されているが、河之内方面の路線状況は、道路幅員が狭

小で急カーブが多いため、車両の離合が難しく農産物の輸送など通行に支障をきたしている。 

本地域住民は、県道玉川菊間線の河之内方面に優良農地を所有していることから、本地域

と河之内地域を結ぶ基幹農道の整備が平成 12 年度から進められており、その早期完成が望

まれている。さらに農作業の省力化や効率化を図るため、基幹農道と近接する農地とを結ぶ

農道をあわせて整備することが必要とされている。 

本路線が整備されると農地への行き来が容易になるのをはじめ、地域住民の生活、経済活

動の利便性、安全性が確保できるとともに、河之内地域、玉川町を経由した国道 317 号線へ

のアクセスが良くなり、地域経済の安定と向上、さらには地域間の交流による活性化が期待

できる。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

令和７年度から令和 11年度までの５年間 

（単位：千円） 

 

事業費 
財源内容 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 特定財源 一般財源 

県営一般農道
（歌仙地区）  
３期 

愛媛県 86,750 65,063 21,687 21,600 

合   計 86,750 65,063 21,687 21,600 

 

施設名 

区分 
事業主 
体名 
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今治市辺地総合整備計画（変更）概要 

辺地名 変  更  後 変  更  前 

 

松尾辺地 

 

総 合 整 備 計 画 

 

愛媛県今治市  松尾辺地 

（辺地の人口   68人  面積 2.7k㎡） 

（参考 辺地の世帯数  39世帯） 

 

１ 略 

 

 

２ 略 

  

 

３ 公共的施設の整備計画 

令和７年度から令和11年度までの５年間 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

事業費 

財源内容 一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額 

特定財源 一般財源 

県営一般農

道 

（歌仙地

区）３期 

愛媛県 86,750 65,063 21,687 21,600 

合   計 86,750 65,063 21,687 21,600 

総 合 整 備 計 画 

 

愛媛県今治市  松尾辺地 

（辺地の人口   76人  面積 2.7k㎡） 

（参考 辺地の世帯数  41世帯） 

 

１ 略 

 

 

２ 略 

  

 

３ 公共的施設の整備計画 

令和７年度から令和11年度までの５年間 

（単位：千円） 

 

 

 

 

事業費 

財源内容 一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額 

特定財源 一般財源 

県営一般農

道 

（歌仙地

区）３期 

愛媛県 86,000 64,500 21,500 21,500 

合   計 86,000 64,500 21,500 21,500 

 

施設名 

区分 

事業主体名 
施設名 

事業主体名 

区分 
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議会第３回議案第60号  

 

 

市道の廃止について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、次の市道の路線を廃止する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹 

 

 

記 

 

 

整理番号 路  線  名 
起    点 

重要な経過地 
終    点 

4-181 名切３号線 
今治市高部  

今治市高部 
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「参 照」 

 

道路法（抜すい） 

 

 （路線の廃止又は変更） 

第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供す

る必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができ

る。路線が重複する場合においても、同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定し

ようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線の廃止

又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村

道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 
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「参 考」 

 

市道廃止路線一覧表 

 

整理番号 

（図面対照番号） 
路 線 名 

起    点 敷地の幅

員 
延  長 

終    点 

4-181 名切３号線 
今治市高部甲1656番２先 

ｍ 

3.9～5.9 

ｍ 

56.0 

今治市高部甲1655番先 
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議会第３回議案第61号  

 

 

市道の認定について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定により、次の路線を市道に認定する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

 

記 

 

 

整理番号 路  線  名 
起    点 

重要な経過地 
終    点 

1-261 郷八反地８号線 
今治市郷桜井三丁目 

 
今治市郷桜井三丁目 

2-591 北鳥生住宅線 
今治市北鳥生町一丁目 

 
今治市北鳥生町一丁目 

2-592 広紹寺町５号線 
今治市広紹寺町二丁目 

 
今治市広紹寺町二丁目 

2-593 上徳秋元高曲り線 
今治市上徳 

 
今治市上徳 

2-594 郷河原９号線 
今治市河南町二丁目 

 
今治市河南町二丁目 

2-595 郷八ツ目線 
今治市郷本町三丁目 

 
今治市郷本町三丁目 

3-539 鯉池東住宅１号線 
今治市鯉池町二丁目 

 
今治市鯉池町二丁目 
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3-540 鯉池東住宅２号線 
今治市鯉池町二丁目 

 
今治市鯉池町二丁目 

3-541 鯉池西住宅１号線 
今治市鯉池町一丁目 

 
今治市鯉池町一丁目 

3-542 上新田４号線 
今治市小泉五丁目 

 
今治市片山四丁目 

3-543 日吉川側道４号亀田線 
今治市馬越町四丁目 

 
今治市片山二丁目 

3-544 松ノ中10号線 
今治市別名 

 
今治市別名 

4-421 名切３号線 
今治市高部 

 
今治市高部 

4-422 河原川北５号線 
今治市大新田町五丁目 

 
今治市大新田町五丁目 

4-423 別宮神主地２号線 
今治市別宮町九丁目 

 
今治市別宮町九丁目 

4-424 山路大坪６号線 
今治市山路 

 
今治市山路 

4-425 八代勝14号線 
今治市阿方 

 
今治市阿方 

4-426 八代勝15号線 
今治市阿方 

 
今治市阿方 

5-159 森山喜積寺線 
今治市朝倉北 

 
今治市朝倉北 
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「参 照」 

 

道路法（抜すい） 

 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を

認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町

村の議会の議決を経なければならない。 
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「参 考」 

 

市道認定路線一覧表 

 

整理番号 

(図面対照番号) 
路 線 名 

起       点 敷地の幅員 
延長 

終       点 現況 計画 

1-261 郷八反地８号線 
今治市郷桜井三丁目607番２先 ｍ 

6.0 
 

ｍ 
 
 

ｍ 
71.3 

 今治市郷桜井三丁目607番23先 

2-591 北鳥生住宅線 
今治市北鳥生町一丁目1416番５先 

4.0  112.0 
今治市北鳥生町一丁目1417番６先 

2-592 広紹寺町５号線 
今治市広紹寺町二丁目1120番18先 

4.5  87.3 
今治市広紹寺町二丁目1120番14先 

2-593 上徳秋元高曲り線 
今治市上徳乙53番３先 

 4.0 187.4 
今治市上徳乙131番２先 

2-594 郷河原９号線 
今治市河南町二丁目721番３先 

6.0  66.4 
今治市河南町二丁目721番８先 

2-595 郷八ツ目線 
今治市郷本町三丁目613番11先 

6.0  44.6 
今治市郷本町三丁目613番８先 

3-539 鯉池東住宅１号線 
今治市鯉池町二丁目甲406番１先 

8.9  110.0 
今治市鯉池町二丁目甲385番１先 

3-540 鯉池東住宅２号線 
今治市鯉池町二丁目甲399番１先 

4.3  217.0 
今治市鯉池町二丁目甲391番４先 

3-541 鯉池西住宅１号線 
今治市鯉池町一丁目甲421番４先 

4.3  223.0 
今治市鯉池町一丁目甲421番２先 

3-542 上新田４号線 
今治市小泉五丁目198番１先 4.0 

～6.0 
 241.8 

今治市片山四丁目72番12先 

3-543 日吉川側道４号亀田線 
今治市馬越町四丁目甲41番１先 

4.0  64.4 
今治市片山二丁目298番６先 

3-544 松ノ中10号線 
今治市別名201番１先 

 4.7 73.9 
今治市別名143番２先 
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4-421 名切３号線 
今治市高部甲1656番２先 3.9 

～5.9 
 86.4 

今治市高部甲1643番２先 

4-422 河原川北５号線 
今治市大新田町五丁目238番７先 

4.7  39.4 
今治市大新田町五丁目238番８先 

4-423 別宮神主地２号線 
今治市別宮町九丁目464番12先 4.1 

～4.2 
 51.0 

今治市別宮町九丁目464番５先 

4-424 山路大坪６号線 
今治市山路393番５先 

4.0  38.2 
今治市山路393番７先 

4-425 八代勝14号線 
今治市阿方甲479番４先 

4.2  30.6 
今治市阿方甲479番７先 

4-426 八代勝15号線 
今治市阿方甲578番７先 

4.0  61.8 
今治市阿方甲579番５先 

5-159 森山喜積寺線 
今治市朝倉北甲536番１先 5.9 

～8.1 
 215.6 

今治市朝倉北甲455番１先 
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議会第３回議案第62号  

 

 

専決処分について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

 

記 

 

 

・令和７年度 今治市一般会計補正予算（第９号） 

・令和７年度 今治市船舶交通特別会計補正予算（第３号） 

・今治市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 ・今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （長の専決処分） 

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議

を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は

議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決す

べき事件を処分することができる。 

２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議

会に報告し、その承認を求めなければならない。 
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専決第12号  

  

  

今治市市税条例の一部を改正する条例制定について 

  

標記条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

  

令和８年３月31日 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「理 由」 

   地方税法（昭和25年法律第226号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。 
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今治市市税条例の一部を改正する条例 

 

今治市市税条例（平成17年今治市条例第61号）の一部を次のように改正する。 

第18条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第19条中「、第81条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第81条の６第１項の申告

書、」を削る。 

第33条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の次に「（同

号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第34条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改め

る。 

第36条の２第１項ただし書中「及び第36条の３の３第１項」を「並びに第36条の３の３第１項

及び第２項第４号」に改める。 

第36条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）（」

に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」

に改める。 

第36条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支払者

（所得税法第203条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的

年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において

同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、省令で定めるところによ

り、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提

出しなければならない。 

(１) 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものを除

く。）の支払を受ける第23条第１項第１号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税

義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合

計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）

（退職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係

る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であっ

て退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者 
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(３) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものに限

る。）の支払を受ける第23条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公

的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令

第48条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくは

ひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有

する者 

第36条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項

中「第48条の９の７の３」を「第48条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を

同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第317条の３の３第１項の規定によ

る申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第317条の３の３第１項の規定によ

る申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第314条の２第１項第６号に規定する特別障害者又はその他の障

害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場

合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他省令で定める事項 

第63条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては20万円」を削り、「150万

円」を「180万円」に改める。 

第80条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第80条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を「、前項」

に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「こ

れを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第81条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買

主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第81条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 
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第81条の３から第81条の８までを削る。 

第82条（見出しを含む。）、第83条（見出しを含む。）及び第85条（見出しを含む。）中「種

別割」を「軽自動車税」に改める。 

第87条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽自動車

税」に、「第33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第33

号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改める。 

第88条の見出し、第89条の見出し並びに同条第１項、第２項及び第４項並びに第90条の見出し

並びに同条第１項、第２項、第５項及び第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第91条第２項中「第80条第３項ただし書」を「第80条第２項ただし書」に、「種別割」を「軽

自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付し、

同条第１項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「居住年が平成11年から平成18年まで又は」

を「同法第41条第１項に規定する居住年が」に、「令和７年」を「令和12年」に、「において、

前条第１項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附

則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３

第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第７条の４中「又は附則第20条第１項」を「、附則第19条の３第１項又は附則第20条第１

項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和12年度」に改め、同条第２項中「、附則第７条の

３の２第１項」を削る。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又は第４項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第21項」を「附則第15条第20項」に改め、同条第４項中

「附則第15条第22項第１号」を「附則第15条第21項第１号」に改め、同条第５項中「附則第15条

第22項第２号」を「附則第15条第21項第２号」に改め、同条第６項中「附則第15条第22項第３号」

を「附則第15条第21項第３号」に改め、同条第７項中「附則第15条第23項第１号」を「附則第15

条第22項第１号」に改め、同条第８項中「附則第15条第23項第２号」を「附則第15条第22項第２

号」に改め、同条第９項中「附則第15条第25項第１号イ」を「附則第15条第24項第１号イ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第10項中「附則第15条第25項第１号ロ」を「附則第15

条第24項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第11項中「附則第15条第25項
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第１号ハ」を「附則第15条第24項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第12

項中「附則第15条第25項第１号ニ」を「附則第15条第24項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分

の１」に改め、同条第13項中「附則第15条第25項第２号」を「附則第15条第24項第２号」に、「７

分の６」を「５分の３」に改め、同条第14項中「附則第15条第25項第３号イ」を「附則第15条第

24項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第15項中「附則第15条第25項第３

号ロ」を「附則第15条第24項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第16項中

「附則第15条第25項第３号ハ」を「附則第15条第24項第４号」に改め、同条第17項から第19項ま

でを削り、同条第20項中「附則第15条第28項」を「附則第15条第27項」に改め、同項を同条第17

項とし、同条第21項中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に改め、同項を同条第18項

とし、同条第22項中「附則第15条第36項」を「附則第15条第35項」に改め、同項を同条第19項と

し、同条第23項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改め、同項を同条第20項とし、

同条第24項中「附則第15条第40項」を「附則第15条第39項」に改め、同項を同条第21項とし、同

条第25項中「附則第15条第41項」を「附則第15条第40項」に改め、同項を同条第22項とし、同条

中第26項を第23項とし、第27項を第24項とし、同条に次の１項を加える。 

25 法附則第15条の11第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１とする。 

附則第10条の３第７項中「附則第12条第16項」を「附則第12条第17項」に改め、同条第８項中

「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第９項第４号中「附則第12条第23項」

を「附則第12条第24項」に改め、同項第６号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第25項」に

改め、同条第10項第５号及び第12項第５号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改

め、同条第15項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第16項中「改修実

演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する通知書の写し及び

主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する

実演芸術の公演の用に供する施設である」を「省令附則第７条の２第１項に規定する補助に係る

補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年

法律第91号）第14条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事

項を含む。）又は同法第17条第３項第１号に規定する同法第２条第20号に規定する建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第

379号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第14条第３項の条例で定める同法第２条第18号に規定する特定建築物を含む。）の

いずれに該当するかの別 
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附則第10条の４第１項第１号中「附則第12条の４第１項第３号」を「附則第12条の３第１項第

３号」に改め、同条第３項中「特定被災共用土地納税義務者（以下この項」を「特定被災共用土

地納税義務者（第４号」に改める。 

附則第15条の２から第15条の６までを削る。 

附則第16条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第444条第３項に規定する」を「道

路運送車両法第60条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、

「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月31日まで」を「令和７

年４月１日から令和10年３月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第446

条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年

４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」

に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

附則第16条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「から第

４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

附則第16条の３第３項第２号、第16条の４第３項第２号及び第17条第３項第２号中「、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第17条の２第１項中「令和８年度」を「令和11年度」に改め、同条第２項中「令和８年度」

を「令和11年度」に、「附則第34条の２第５項」を「附則第34条の２第６項」に、「附則第34条

の２第10項」を「附則第34条の２第12項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務者が、

租税特別措置法第31条の２第２項第13号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に該当するもの

をしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭

和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の土砂災

害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第56条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第18条第５項第２号及び第19条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第19条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の２第１項に規定

－191－



する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得に

ついては、第33条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の６の４

で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第34条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の３に相当する金額に相当する市民税の所

得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、

附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条

の３第１項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、

第34条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第19条の３第１項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及

び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第20条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第20条の３第２項第２号及び第５項第２

号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を「及び第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
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第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (１) 第36条の２第１項ただし書、第36条の３の２及び第36条の３の３の改正規定並びに附則

第６条の改正規定及び附則第７条の３の２第１項の改正規定（「令和20年度」を「令和25年

度」に改める部分及び「令和７年」を「令和12年」に改める部分に限る。）並びに次条第１

項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

 (２) 第63条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

 (３) 第34条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第５条の６第２

項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第９条の２の改

正規定及び附則第17条の２の改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和11

年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４項の規定 令和10年１月１日 

 (４) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第19条の２の次

に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済

に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年

の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例第36条の３の３第１項及び第２

項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出す

る同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出した同号に掲げる規定による改正前の今治市市税条例第36条の３の３第１項の規定に

よる申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例附則第７条の３第１項及び第２項の

規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規

定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条第１項に規定する居住用家屋

（同条第16項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定す

る特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第17項の規定により同条第１項に規定す

る既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条

第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若し

くは増改築等をした家屋（同条第17項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋

とみなされる同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特

例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第18項の規定に
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より同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含

む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市

民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別

措置法第41条第１項に規定する居住用家屋（同条第20項の規定により同条第１項に規定する居

住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同

条第35項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐

震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は

同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21項の規定により同条第10項に規定する認定住宅等

とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところに

よりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例附則第７条の４の規定は、同号に掲

げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」という。）の属する年度

の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

４ 前条第３号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例附則第17条の２第４項の規定は、市

民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第１項の土地等の譲

渡について適用する。 

５ 前条第４号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例附則第19条の３の規定は、４号施行

日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の今治市市税条例の規定中固定資

産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の今治市市税条例第63条の規定は、令和９年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226

号。次項において「旧法」という。）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発

電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成30年４月１日から令和８年３月31日までの間に旧法附則第15条の11第１項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産
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税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 この条例による改正後の今治市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年

度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （今治市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 今治市市税条例等の一部を改正する条例（平成26年今治市条例第23号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 
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「参 考」 

今治市市税条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理

府令第23号。以下「省令」という。）第１条

の９第２号に規定する事項は、道路運送車両

法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に

規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型

自動車について天災その他やむを得ない事

由により軽自動車税を滞納している場合に

おいてその旨とする。 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理

府令第23号。以下「省令」という。）第１条

の９第２号に規定する事項は、道路運送車両

法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に

規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型

自動車について天災その他やむを得ない事

由により種別割    を滞納している場合に

おいてその旨とする。 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の２若しくは第46条の５

（第53条の７の２において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）、第47

条の４第１項（第47条の５第３項において準

用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第48条第１項（法第321条の８第34

項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、

第53条の７、第67条                  、第

83条第２項、第98条第１項若しくは第２項、

第102条第２項、第139条第１項又は第145条

第３項に規定する納期限後にその税金を納

付し、又は納入金を納入する場合には、当該

税額又は納入金額にその納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限と

する。以下第１号、第２号及び第５号におい

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の２若しくは第46条の５

（第53条の７の２において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）、第47

条の４第１項（第47条の５第３項において準

用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第48条第１項（法第321条の８第34

項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、

第53条の７、第67条、第81条の６第１項、第

83条第２項、第98条第１項若しくは第２項、

第102条第２項、第139条第１項又は第145条

第３項に規定する納期限後にその税金を納

付し、又は納入金を納入する場合には、当該

税額又は納入金額にその納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限と

する。以下第１号、第２号及び第５号におい
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て同じ。）の翌日から納付又は納入の日まで

の期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次

の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付書

によって納付し、又は納入書によって納入し

なければならない。 

て同じ。）の翌日から納付又は納入の日まで

の期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次

の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付書

によって納付し、又は納入書によって納入し

なければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第81条の６第１項の申告書、第98条第

１項若しくは第２項の申告書又は第139条

第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げ

る税額を除く。） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間 

(２) 第81条の６第１項の申告書、第98条第

１項若しくは第２項の申告書又は第139条

第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げ

る税額を除く。） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間 

(３) 第81条の６第１項の申告書、第98条第

１項若しくは第２項の申告書又は第139条

第１項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

(３) 第81条の６第１項の申告書、第98条第

１項若しくは第２項の申告書又は第139条

第１項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

(４)～(６) 略 (４)～(６) 略 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 略 第33条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配

当等（次項及びに以下この項及び第34条の９

において「特定配当等」という。）（同号ロ

に掲げるものを除く。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者に係る総所得金

額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配

当等（以下この項及び次項並びに第34条の９

において「特定配当等」という。）（同号ロ

に掲げるものを除く。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者に係る総所得金

額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除
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外して算定する。 外して算定する。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第34条の７ 略 第34条の７ 略 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第11

項（法附則第５条の６第３項又は第４項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金額と

する。 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第11

項（法附則第５条の６第２項          の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金額と

する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者

は、３月15日までに、省令第５号の４様式（別

表）による申告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額（令第48条の９の７

に規定するものを除く。）、小規模企業共済

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の法

第314条の２第１項第10号の２に規定する自

己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得

金額が95万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るもの

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者

は、３月15日までに、省令第５号の４様式（別

表）による申告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額（令第48条の９の７

に規定するものを除く。）、小規模企業共済

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の法

第314条の２第１項第10号の２に規定する自

己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得

金額が95万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るもの
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を除く。）、法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額若しくは特定親族特別控除額

（特定親族（同条第１項第12号に規定する特

定親族をいう。第36条の３の２第１項第３号

並びに第36条の３の３第１項及び第２項第

４号において同じ。）（前年の合計所得金額

が85万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第34条の７第１

項及び第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第24

条第２項に規定する者（省令第２条の２第１

項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。 

を除く。）、法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額若しくは特定親族特別控除額

（特定親族（同条第１項第12号に規定する特

定親族をいう。第36条の３の２第１項第３号

及び第36条の３の３第１項及び第２項第４

号 において同じ。）（前年の合計所得金額

が85万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第34条の７第１

項及び第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第24

条第２項に規定する者（省令第２条の２第１

項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。 

２～10 略 ２～10 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条

において「給与支払者」という。）から毎年

最初に給与の支払を受ける日の前日までに、

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条

において「給与支払者」という。）から毎年

最初に給与の支払を受ける日の前日までに、
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省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

1,000万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（法第313条第

３項に規定する青色事業専従者に該当す

るもので同項に規定する給与の支払を受

けるもの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除く。次条第１項

第２号において同じ。）（合計所得金額が

133万円以下であるものに限る          

              。）の氏名 

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

1,000万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（法第313条第

３項に規定する青色事業専従者に該当す

るもので同項に規定する給与の支払を受

けるもの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除き、次条第１項

第２号において同じ。）（合計所得金額が

133万円以下であるものに限る。次条第１

項において同じ。）の氏名 

(３)・(４) 略 (３)・(４) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の９の７の２において準用

する令第８条の２の２に規定する要件を満

たす場合には、省令で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であ

って省令で定めるものをいう。次条第５項及

び第53条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の９の７の２において準用

する令第８条の２の２に規定する要件を満

たす場合には、省令で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であ

って省令で定めるものをいう。次条第４項及

び第53条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。 

６ 略 ６ 略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 
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第36条の３の３ 次に掲げる者（以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第203条の６第

１項に規定する申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する公的年金等（以下この項

において「公的年金等」という。）の支払者

をいう。以下この条において同じ。）から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前

日までに、省令で定めるところにより、次項

各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(１) 所得税法第203条の６第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得

税法第203条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。）の支払を受ける第23条第１項

第１号に掲げる者であって、特定配偶者

（所得割の納税義務者（合計所得金額が

900万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（合計所得金額が

95万円以下であるものに限る。）をいう。

次号及び次項第３号において同じ。）（退

職手当等（第53条の２に規定する退職手当

等に限る。以下この号において同じ。）に

係る所得を有する者に限る。）又は扶養親

族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。）若しくは特定親族（退職手

当等に係る所得を有する者であって、合計

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第

203条の７の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、特定配偶

者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900

万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２

に規定する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。）に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。）をいう。第２号において同じ。）又

は扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象

扶養親族であって退職手当等に係る所得を

有する者に限る。）若しくは特定親族（退職

手当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が85万円以下であるものに限る。）

を有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

所得税法第203条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに、省

令で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

(１) 当該公的年金等支払者の名称 

(２) 特定配偶者の氏名 
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所得金額が85万円以下であるものに限

る。）を有する者 

(３) 法の施行地において公的年金等（所得

税法第203条の７の規定の適用を受けるも

のに限る。）の支払を受ける第23条第１項

第１号に掲げる者（当該年中に支払を受け

るべき当該公的年金等の額がその年最初

に当該公的年金等の支払を受けるべき日

の前日の現況において令第48条の９の７

の３に定める金額に満たない者を除く。）

であって、障害者、寡婦若しくはひとり親

に該当する者又は特定配偶者若しくは扶

養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。）若しくは特定親族（合計

所得金額が85万円以下であるものに限

る。）を有する者 

(３) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(４) その他省令で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次

に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第314条の２

第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその

旨及びその該当する事実並びに寡婦又は

ひとり親に該当する場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他省令で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次

に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第340条の２

第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその

旨及びその該当する事実並びに寡婦又は

ひとり親に該当する場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他省令で定める事項 

３ 第１項又は法第317条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記

載すべき事項がその年の前年において当該

２ 前項  又は法第317条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記

載すべき事項がその年の前年において当該
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公的年金等支払者を経由して提出した第１

項又は同条第１項の規定による申告書に法

第317条の３記載した事項と異動がないとき

は、公的年金等受給者は、当該公的年金等支

払者が所得税法第203条の６第２項に規定す

る国税庁長官の承認を受けている場合に限

り、省令で定めるところにより、第１項又は

法第317条の３の３第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記

載した第１項又は同条第１項の規定による

申告書を提出する             ことができ

る。 

公的年金等支払者を経由して提出した前項

項又は法第317条の３の３第１項の規定によ

る申告書に記載した事項と異動がないとき

は、公的年金等受給者は、当該公的年金等支

払者が所得税法第203条の６第２項に規定す

る国税庁長官の承認を受けている場合に限

り、省令で定めるところにより、前項  又は

法第317条の３の３第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記

載した前項  又は法第317条の３の３第１項

の規定による申告書を提出することができ

る。 

４ 略 ３ 略 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第48条の９の８    において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、省令で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することがで

きる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第48条の９の７の３において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、省令で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することがで

きる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第

４項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第

３項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に係 第63条 同一の者についてその者の所有に係
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る土地、家屋又は償却資産に対して課する固

定資産税の課税標準となるべき額が土地又

は家屋にあっては30万円、家屋にあっては20

万円、償却資産にあっては180万円に満たな

い場合においては、固定資産税を課さない。 

る土地、家屋又は償却資産に対して課する固

定資産税の課税標準となるべき額が土地又

は家屋にあっては30万円、家屋にあっては20

万円、償却資産にあっては150万円に満たな

い場合においては、固定資産税を課さない。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、そ

の所有者に課する。 

第80条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に

対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環

境性能割によって、軽自動車等に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課す

る。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取

得者には、法第443条第２項に規定する者を

含まないものとする。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取

得者には、法第443条第２項に規定する者を

含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の

規定により軽自動車税を課することができ

ない者である場合には、前項  の規定にかか

わらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車

税を課する。ただし、公用又は公共の用に供

する軽自動車等については、この限りでな

い。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の

規定により種別割    を課することができ

ない者である場合には、第１項の規定にかか

わらず、その使用者に                    

    課する。ただし、公用又は公共の用に供

する軽自動車等については、これを課さな

い。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第81条 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

第81条 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第１項に規定する３輪以上の

軽自動車の取得者（以下この節において「３

輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係 ２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係
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る軽自動車等について、買主の変更があった

ときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽

自動車の取得者又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

る軽自動車等について、買主の変更があった

ときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽

自動車の取得者又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第444条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した３輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行

（道路運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した３輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第444条

第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定

の適用を受ける売買契約の締結が行われた

場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性

能割を課する。 

３ 法第444条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した３輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行

（道路運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した３輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第444条

第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定

の適用を受ける売買契約の締結が行われた

場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性

能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の

施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用

に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の

施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用

に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、環境性能割を課する。 

（環境性能割の課税標準） 

第81条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価

額として省令第15条の10に定めるところに

より算定した金額とする。 

（環境性能割の課税標準） 

第81条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価

額として省令第15条の10に定めるところに

より算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽

（環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽
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自動車に対して課する環境性能割の税率は、

当該各号に定める率とする。 

(１) 法第451条第１項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の１ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の２ 

(３) 法第451条第３項の規定の適用を受け

るもの 100分の３ 

自動車に対して課する環境性能割の税率は、

当該各号に定める率とする。 

(１) 法第451条第１項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の１ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の２ 

(３) 法第451条第３項の規定の適用を受け

るもの 100分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第81条の５ 環境性能割の徴収については、申

告納付の方法によらなければならない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第81条の５ 環境性能割の徴収については、申

告納付の方法によらなければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第

454条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動

車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、省令第33号の４様式による申告書を

市長に提出するとともに、その申告に係る環

境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割

の納税義務者を除く。）は、法第454条第１

項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、省令第33号の４様式によ

る報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第

454条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動

車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、省令第33号の４様式による申告書を

市長に提出するとともに、その申告に係る環

境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割

の納税義務者を除く。）は、法第454条第１

項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、省令第33号の４様式によ

る報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前条

の規定により申告し、又は報告すべき事項に

ついて正当な事由がなくて申告又は報告を

しなかった場合には、その者に対し、10万円

以下の過料を科する。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前条

の規定により申告し、又は報告すべき事項に

ついて正当な事由がなくて申告又は報告を

しなかった場合には、その者に対し、10万円

以下の過料を科する。 
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２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定

める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、その

発付の日から10日以内とする。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定

める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、その

発付の日から10日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第81条の８ 市長は、公益のため直接専用する

３輪以上の軽自動車又は第90条第１項各号

に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限

る。）のうち必要と認めるものに対しては、

環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。 

（環境性能割の減免） 

第81条の８ 市長は、公益のため直接専用する

３輪以上の軽自動車又は第90条第１項各号

に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限

る。）のうち必要と認めるものに対しては、

環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割    の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する軽自動車税の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割    の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割    の賦課期日及び納期） 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日と

する。 

第83条 種別割    の賦課期日は、４月１日と

する。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月31

日までとする。 

２ 種別割    の納期は、５月１日から同月31

日までとする。 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割    の徴収の方法） 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によっ

て徴収する。 

第85条 種別割    は、普通徴収の方法によっ

て徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割    に関する申告又は報告） 

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者（以下この節にお

第87条 種別割    の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者（以下この節にお
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いて「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となった日から15日

以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所

有者又は使用者にあっては省令第33号の４

様式  による申告書、原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては省令第33号の５様式による申告書並び

にその者の住所を証明すべき書類を市長に

提出しなければならない。 

いて「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となった日から15日

以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所

有者又は使用者にあっては省令第33号の４

の２様式による申告書、原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては省令第33号の５様式による申告書並び

にその者の住所を証明すべき書類を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事

項について変更があった場合においては、そ

の事由が生じた日から15日以内に、当該変更

があった事項について軽自動車及び２輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあっては

省令第33号の４様式  による申告書並び

に原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては省令第33号の５

様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、次項の規定により申告書

を提出すべき場合については、この限りでな

い。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事

項について変更があった場合においては、そ

の事由が生じた日から15日以内に、当該変更

があった事項について軽自動車及び２輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあっては

省令第33号の４の２様式による申告書並び

に原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては省令第33号の５

様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、次項の規定により申告書

を提出すべき場合については、この限りでな

い。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、

軽自動車等の所有者等でなくなった日から

30日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては省令第33号

の４様式  による申告書並びに原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては省令第34号様式による申告

書を市長に提出しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、

軽自動車等の所有者等でなくなった日から

30日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては省令第33号

の４の２様式による申告書並びに原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては省令第34号様式による申告

書を市長に提出しなければならない。 

４ 略 ４ 略 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割    に係る不申告等に関する過料） 
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第88条 略 第88条 略 

（軽自動車税の減免） （種別割    の減免） 

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽自

動車等のうち必要と認めるものに対しては、

軽自動車税を減免する。 

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽自

動車等のうち必要と認めるものに対しては、

種別割    を減免する。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、申請を

行わなければならない。ただし、市長が特別

の事由があると認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の規定によって種別割    の減免を

受けようとする者は、納期限までに、申請を

行わなければならない。ただし、市長が特別

の事由があると認めるときは、この限りでな

い。 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項の規定によって軽自動車税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

４ 第１項の規定によって種別割    の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割    の減免） 

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等

のうち必要と認めるものに対しては、軽自動

車税を減免する。 

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等

のうち必要と認めるものに対しては、種別割

    を減免する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限までに、

申請を行わなければならない。ただし、市長

が特別の事由があると認めるときは、この限

りでない。 

２ 前項第１号の規定によって種別割    の

減免を受けようとする者は、納期限までに、

申請を行わなければならない。ただし、市長

が特別の事由があると認めるときは、この限

りでない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 第１項第２号の規定によって軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、申請を行わなければならない。ただし、

市長が特別の事由があると認めるときは、こ

５ 第１項第２号の規定によって種別割    

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、申請を行わなければならない。ただし、

市長が特別の事由があると認めるときは、こ
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の限りでない。 の限りでない。 

６ 略 ６ 略 

７ 前条第４項の規定は、第１項の規定によっ

て軽自動車税の減免を受けている者につい

て準用する。 

７ 前条第４項の規定は、第１項の規定によっ

て種別割    の減免を受けている者につい

て準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

第91条 略 第91条 略 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80条

第２項ただし書の規定によって軽自動車税

を課することのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、そ

の主たる定置場が、市内に所在することとな

ったときは、その事由が発生した日から15

日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提

出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車の提示をして、その車体に取り付け

るべき標識の交付を受けなければならない。

軽自動車税を課されるべき原動機付自転車

又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第

81条の２又は第80条第２項ただし書の規定

によって軽自動車税を課されないこととな

ったときにおける当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ても、また、同様とする。 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80条

第３項ただし書の規定によって種別割    

を課することのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、そ

の主たる定置場が、市内に所在することとな

ったときは、その事由が発生した日から15

日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提

出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車の提示をして、その車体に取り付け

るべき標識の交付を受けなければならない。

種別割    を課されるべき原動機付自転車

又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第

81条の２又は第80条第３項ただし書の規定

によって種別割    を課されないこととな

ったときにおける当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ても、また、同様とする。 

３～６ 略 ３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用
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しないこととなったとき又は当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動

車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から15日以内に、市長に対

し、その標識及び証明書を返納しなければな

らない。 

しないこととなったとき又は当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車に対して種別割

車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から15日以内に、市長に対

し、その標識及び証明書を返納しなければな

らない。 

８・９ 略 ８・９ 略 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度以後              の各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の５第３項の規定に該当する場合における

第34条の２の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」と

あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則

第４条の５第３項の規定により読み替えて

適用される法第314条の２第１項（第２号に

係る部分に限る。）」として、同条の規定を

適用することができる。 

第６条 平成30年度から令和９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の５第３項の規定に該当する場合における

第34条の２の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」と

あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則

第４条の５第３項の規定により読み替えて

適用される法第314条の２第１項（第２号に

係る部分に限る。）」として、同条の規定を

適用することができる。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

第７条の３ 平成20年度から平成28年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定

の適用を受けた場合（同法第41条第１項に規

定する居住年（次条において「居住年」とい

う。）が平成11年から平成18年までの各年で

ある場合に限る。）においては、法附則第５

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

第７条の３ 平成20年度から平成28年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定

の適用を受けた場合（同法第41条第１項に規

定する居住年（次条において「居住年」とい

う。）が平成11年から平成18年までの各年で

ある場合に限る。）においては、法附則第５
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条の４第６項に規定するところにより控除

すべき額（第３項において「市民税の住宅借

入金等特別税額控除額」という。）を、当該

納税義務者の第34条の３及び第34条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

34条の８及び第34条の９第１項の規定の適

用については、第34条の８中「前２条」とあ

るのは「前２条並びに附則第７条の３第１

項」と、第34条の９第１項中「前３条」とあ

るのは「前３条並びに附則第７条の３第１

項」とする。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の３月15

日までに、省令で定めるところにより、同項

の規定の適用を受けようとする旨及び市民

税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に

関する事項を記載した市民税の住宅借入金

等特別税額控除申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたものを含む。）を、市長に提

出した場合（法附則第５条の４第９項の規定

により税務署長を経由して提出した場合を

含む。）に限り、適用する。 

条の４第６項に規定するところにより控除

すべき額（第３項において「市民税の住宅借

入金等特別税額控除額」という。）を、当該

納税義務者の第34条の３及び第34条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

34条の８及び第34条の９第１項の規定の適

用については、第34条の８中「前２条」とあ

るのは「前２条並びに附則第７条の３第１

項」と、第34条の９第１項中「前３条」とあ

るのは「前３条並びに附則第７条の３第１

項」とする。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の３月15

日までに、省令で定めるところにより、同項

の規定の適用を受けようとする旨及び市民

税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に

関する事項を記載した市民税の住宅借入金

等特別税額控除申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたものを含む。）を、市長に提

出した場合（法附則第５条の４第９項の規定

により税務署長を経由して提出した場合を

含む。）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

第７条の３の２ 平成22年度から令和25年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の２の２の

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の２の２の
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規定の適用を受けた場合（同法第41条第１項

に規定する居住年が又は平成21年から令和

12年までの各年である場合に限る。）にはい

て、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４第５項    （同条第７

項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第34条の３及び第

34条の６の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

規定の適用を受けた場合（居住年が平成11

年から平成18年まで又は平成21年から令和

７年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条第７

項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第34条の３及び第

34条の６の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

34条の８及び第34条の９第１項の規定の適

用については、第34条の８中「前２条」とあ

るのは「前２条並びに附則第７条の３第１項

２項」と、第34条の９第１項中「前３条」と

あるのは「前３条並びに附則第７条の３第１

項    」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

34条の８及び第34条の９第１項の規定の適

用については、第34条の８中「前２条」とあ

るのは「前２条並びに附則第７条の３の２第

１項」と、第34条の９第１項中「前３条」と

あるのは「前３条並びに附則第７条の３の２

第１項」とする。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受け

る市民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の７第11項第２号若しくは第３号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の３第２

項に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額を有しない場合

であって、当該納税義務者の前年中の所得に

ついて、附則第16条の３第１項、附則第16

条の４第１項、附則第17条第１項、附則第18

条第１項、附則第19条第１項、附則第19条の

２第１項、附則第19条の３第１項又は附則第

20条第１項の規定の適用を受けるときは、第

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受け

る市民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の７第11項第２号若しくは第３号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の３第２

項に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額を有しない場合

であって、当該納税義務者の前年中の所得に

ついて、附則第16条の３第１項、附則第16

条の４第１項、附則第17条第１項、附則第18

条第１項、附則第19条第１項、附則第19条の

２第１項又は附則第20条第１項、あああああ

あああああの規定の適用を受けるときは、第
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34条の７第２項に規定する特例控除額は、同

項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第

２項（法附則第５条の６第３項又は第４項の

規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金額と

する。 

34条の７第２項に規定する特例控除額は、同

項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第

２項（法附則第５条の６第２項          の

規定により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金額と

する。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和12年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第36条の２

第１項の規定による申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第１項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載

があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第36条の２

第１項の規定による申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第１項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載

があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場合

において、第36条の２第１項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第25条第２項第２号に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の３まで、第34

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場合

において、第36条の２第１項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第25条第２項第２号に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の３まで、第34
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条の６から第34条の８まで、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項、附則第７条の３

の２第１項及び附則第７条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる

金額の合計額とすることができる。 

条の６から第34条の８まで、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項、附則第７条の３

の２第１項及び附則第７条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる

金額の合計額とすることができる。 

３ 略 ３ 略 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申

告の特例等） 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申

告の特例等） 

第９条 略 第９条 略 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第３項の規

定による申告特例通知書の送付があった場

合（法附則第７条第13項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。）には、法

附則第７条の２第４項（法附則第７条の３第

３項又は第４項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、第34条の７第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除するものとする。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第３項の規

定による申告特例通知書の送付があった場

合（法附則第７条第13項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。）には、法

附則第７条の２第４項（法附則第７条の３第

３項又は第４項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、第34条の７第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除するものとする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第10条の２ 略 第10条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第15条第20項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法附則第15条第21項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

４ 法附則第15条第21項第１号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第15条第22項第１号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第21項第２号に規定する市 ５ 法附則第15条第22項第２号に規定する市
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町村の条例で定める割合は２分の１とする。 町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第21項第３号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第22項第３号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第22項第１号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第23項第１号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第22項第２号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第15条第23項第２号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第24項第１号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第25項第１号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第24項第１号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

10 法附則第15条第25項第１号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第24項第１号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第24項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第24項第２号に規定する設

備について同号に規定する市町村の条例で

定める割合は５分の３とする。 

13 法附則第15条第25項第２号に規定する設

備について同号に規定する市町村の条例で

定める割合は７分の６とする。 

14 法附則第15条第24項第３号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

14 法附則第15条第25項第３号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第24項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

15 法附則第15条第25項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

16 法附則第15条第24項第４号  に規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

16 法附則第15条第25項第３号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例
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で定める割合は４分の３とする。 で定める割合は４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第４号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

17 法附則第15条第25項第４号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第４号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第４号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第４号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第４号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

17 法附則第15条第27項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

20 法附則第15条第28項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

18 法附則第15条第31項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

21 法附則第15条第32項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

19 法附則第15条第35項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

22 法附則第15条第36項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

20 法附則第15条第36項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

23 法附則第15条第37項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

21 法附則第15条第39項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の１とする。 

24 法附則第15条第40項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の１とする。 

22 法附則第15条第40項に規定する市町村の

条例で定める割合は４分の３とする。 

25 法附則第15条第41項に規定する市町村の

条例で定める割合は４分の３とする。 

23 略 26 略 

24 略 27 略 

25 法附則第15条の11第１項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

25 法附則第15条の11第１項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第10条の３ 略 第10条の３ 略 
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２～６ 略 ２～６ 略 

７ 法附則第15条の８第４項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該年度の初日の属する年の１月31日までに

次に掲げる事項を記載した申告書に令附則

第12条第17項に規定する従前の家屋につい

て移転補償金を受けたことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

７ 法附則第15条の８第４項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該年度の初日の属する年の１月31日までに

次に掲げる事項を記載した申告書に令附則

第12条第16項に規定する従前の家屋につい

て移転補償金を受けたことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修

に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第20項に規定す

る基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修

に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第19項に規定す

る基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第４項に規定する

居住安全改修工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省

令附則第７条第９項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第４項に規定する

居住安全改修工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省

令附則第７条第９項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 令附則第12条第24項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別 

(４) 令附則第12条第23項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別 
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(５) 略 (５) 略 

(６) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第12条第25項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 

(６) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第12条第24項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 

(７) 略 (７) 略 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

等専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第９項に規定する

熱損失防止改修工事等が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に省令附則第７条第10項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

等専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第９項に規定する

熱損失防止改修工事等が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に省令附則第７条第10項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第32項に規定する補助

金等 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補助

金等 

(６) 略 (６) 略 

11 略 11 略 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第15条の９第９項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に省令附則第７条第12項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第15条の９第９項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に省令附則第７条第12項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 
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(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第32項に規定する補助

金等 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補助

金等 

(６) 略 (６) 略 

13・14 略 13・14 略 

15 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第７

条第18項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成７年法律第123号）第７条又

は附則第３条第１項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第20項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

15 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に省令附則第７

条第18項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成７年法律第123号）第７条又

は附則第３条第１項の規定による報告の写

し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

16 法附則第15条の11第１項の改修特別特定

建築物  について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性等向

上改修工事が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に省令附則

第７条の２第１項に規定する補助に係る補

助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

18年法律第91号）第14条第１項に規定する建

築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で

付加した事項を含む。）又は同法第17条第３

項第１号に規定する同法第２条第20号に規

16 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性等向

上改修工事が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）

第10条第２項に規定する通知書の写し及び

主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律（平成24年法律第49号）第２条第２項に規

定する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある                   
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定する建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

                      

          旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成18年

政令第379号）第５条各号に掲げる特別特

定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第14条第３項の

条例で定める同法第２条第18号に規定す

る特定建築物を含む。）のいずれに該当す

るかの別 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成18年

政令第379号）第５条第３号に規定する劇

場若しくは演芸場又は同条第４号に規定

する集会場若しくは公会堂のいずれに該

当するかの別 

(４)～(６) 略 (４)～(６) 略 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第10条の４ 法附則第16条の２第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の１月31日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

第10条の４ 法附則第16条の２第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の１月31日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附

則第12条の３第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲

げる者である場合にあっては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附

則第12条の４第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲

げる者である場合にあっては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 
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(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第16条の２第４項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第４項に規定する特定

被災共用土地納税義務者（第４号の項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という。）

の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

３ 法附則第16条の２第４項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第４項に規定する特定

被災共用土地納税義務者（以下この項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という。）

の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

４ 略 ４ 略 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第１章第２節の規定にか

かわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦

課徴収の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第446条第１項

（同条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）又は法第451条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の適用

を受ける３輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第29条の９第３項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第１章第２節の規定にか

かわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦

課徴収の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第446条第１項

（同条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）又は法第451条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の適用

を受ける３輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第29条の９第３項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 
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３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に

つき、その納付すべき額について不足額があ

ることを附則第15条の４の規定により読み

替えられた第81条の６第１項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、当該

事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不

正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車について法附則第

29条の11の規定によりその例によることと

された法第161条第１項に規定する申告書を

提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関

する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に

つき、その納付すべき額について不足額があ

ることを附則第15条の４の規定により読み

替えられた第81条の６第１項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、当該

事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不

正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車について法附則第

29条の11の規定によりその例によることと

された法第161条第１項に規定する申告書を

提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関

する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第15条の３ 市長は、当分の間、第81条の８の

規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境

性能割を減免する自動車に相当するものと

して市長が定める３輪以上の軽自動車に対

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第15条の３ 市長は、当分の間、第81条の８の

規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境

性能割を減免する自動車に相当するものと

して市長が定める３輪以上の軽自動車に対
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しては、軽自動車税の環境性能割を減免す

る。 

しては、軽自動車税の環境性能割を減免す

る。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例） 

第15条の４ 第81条の６の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長」と

あるのは、「県知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例） 

第15条の４ 第81条の６の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長」と

あるのは、「県知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付） 

第15条の５ 市長は、県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第29条の

16第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱

費として県に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付） 

第15条の５ 市長は、県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第29条の

16第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱

費として県に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に

対する第81条の４の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に

対する第81条の４の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 
 

第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 
 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

81条の４（第３号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、当分の間、同号中「100

分の３」とあるのは、「100分の２」とする。 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

81条の４（第３号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、当分の間、同号中「100

分の３」とあるのは、「100分の２」とする。 

（軽自動車税        の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の道路運送車両法第60条第１項後段の規

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第444条第３項に規定する          

－224－



定による車両番号の指定（次項及び第３項  

  において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の

種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

       車両番号の指定（次項から第４項ま

でにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の

種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

表 略 表 略 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が令

和７年４月１日から令和10年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分の軽自動車税        に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が令

和４年４月１日から令和８年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

表 略 表 略 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受け

る３輪以上の同項446条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項

において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第82

条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和７年４月１日から令和８年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、令和８年度分番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第２号ア(イ)中「3,900

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受け

る３輪以上の法第446条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項

において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第82

条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和４年４月１日から令和８年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第２号ア(イ)中「3,900
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円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)(ⅰ)

中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。 

円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)(ⅰ)

中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和４

年４月１日から令和７年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは

「3,000円」と、同号ア(ウ)(ⅰ)中「6,900

円」とあるのは「5,200円」とする。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和４

年４月１日から令和７年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは

「3,000円」と、同号ア(ウ)(ⅰ)中「6,900

円」とあるのは「5,200円」とする。 

（軽自動車税        の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税        の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第

２項又は第３項    の規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第30条の２第１項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第

２項から第４項までの規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第30条の２第１項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税        の

額について不足額があることを第83条第２

項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りそ

の他不正の手段（当該申請をした者に当該申

請に必要な情報を直接又は間接に提供した

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の

額について不足額があることを第83条第２

項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りそ

の他不正の手段（当該申請をした者に当該申

請に必要な情報を直接又は間接に提供した
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者の偽りその他不正の手段を含む。）により

国土交通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通大臣の

認定等を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税        に関する規定（第87条及

び第88条の規定を除く。）を適用する。 

者の偽りその他不正の手段を含む。）により

国土交通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通大臣の

認定等を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税の種別割に関する規定（第87条及

び第88条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税        の額は、同項の

不足額に、これに100分の35の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに100分の35の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

第16条の３ 略 第16条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

及びnの規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第

１項、附則第７条の３第１項及中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則
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第16条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

第16条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第16条の４ 略 第16条の４ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

及  の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第

１項、附則第７条の３第１項及中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第16条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の４第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第16条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の４第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

４ 略 ４ 略 
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（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第17条 略 第17条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

及び の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第17条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１

項、附則第７条の３第１項及中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

17条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第17条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

17条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和11年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措
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置法第31条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第

１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を

受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第１項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

置法第31条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に

規定する譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第

１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を

受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第１項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住

宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の

２第６項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において

同じ。）に該当するときにおける前条第１項

に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第34条の２第12項の規定に該当す

ることとなるときは、当該譲渡は確定優良住

宅地等予定地のための譲渡ではなかったも

のとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡

をした場合において、当該譲渡が確定優良住

宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の

２第５項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡をいう。以下この項において

同じ。）に該当するときにおける前条第１項

に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第34条の２第10項の規定に該当す

ることとなるときは、当該譲渡は確定優良住

宅地等予定地のための譲渡ではなかったも

のとみなす。 
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３ 略 ３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、租税特別措置法第31条の２第２項第13

号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に

該当するものをしたときにおけるその譲渡

をした土地等がその譲渡をした時において

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第

３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44

年法律第57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊

危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（平成12

年法律第57号）第９条第１項の土砂災害特別

警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法

（平成15年法律第77号）第56条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の

譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等

予定地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、租税特別措置法第31条の２第２項第13

号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に

該当するものをしたときにおけるその譲渡

をした土地等がその譲渡をした時において

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第

３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44

年法律第57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊

危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（平成12

年法律第57号）第９条第１項の土砂災害特別

警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法

（平成15年法律第77号）第56条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の

譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等

予定地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第18条 略 第18条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

－231－



及び の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第18条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１

項、附則第７条の３第１項及中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

18条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第18条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第18条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

18条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第18条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第19条 略 第19条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

及び の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第19条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１

項、附則第７条の３第１項及中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第19条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第
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19条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

19条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第38条の２第１項

に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及

び雑所得については、第33条第１項及び第２

項並びに第34条の３の規定にかかわらず、他

の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金

額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として

令附則第18条の６の４で定めるところによ

り計算した金額（以下この項において「特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等

の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額（次項第１号の規定により読み替えて適用

される第34条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の100

分の３に相当する金額に相当する市民税の

所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第19条の３第１項に規定する

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第38条の２第１項

に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及

び雑所得については、第33条第１項及び第２

項並びに第34条の３の規定にかかわらず、他

の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金

額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として

令附則第18条の６の４で定めるところによ

り計算した金額（以下この項において「特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等

の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額（次項第１号の規定により読み替えて適用

される第34条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の100

の３に相当する金額に相当する市民税の所

得割を課する。  

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第19条の３第１項に規定する
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特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金

額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項の規定の適用について

は、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第19条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項及び附則第

７条の３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第19条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若しくは

附則第19条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、

同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第19条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金

額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項の規定の適用について

は、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第19条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項及び附則第

７条の３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第19条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若しくは

附則第19条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、

同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第19条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則
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第19条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

第19条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

第20条 略 第20条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項及び附則

第７条の３第１項、附則第７条の３第１項

及び の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１

項、附則第７条の３第１項及中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

20条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第34条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

20条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第20条の２ 略 第20条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 
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(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項及

び第７条の３第１項、第７条の３第１項及

びの規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の３第１

項、第７条の３第１項及び中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の２第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の２第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項及

び第７条の３第１項、第７条の３第１項及

び の規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の２第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項及び第７条の

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第3

4条の９第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第

１項の規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の２第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第

－236－



３第１項、第７条の３第１項及中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

１項及び第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第20条の３ 略 第20条の３ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項及

び第７条の３第１項、第７条の３第１項及

びの規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の３第１

項、第７条の３第１項及び中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

前段、第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 
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(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項及

び第７条の３第１項、第７条の３第１項及

びの規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の３第３項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項

並びに附則第７条第１項及び第７条の３

第１項、第７条の３第１項及中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

20条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の３第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の３第３項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項

並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

20条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の３第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

６ 略 ６ 略 
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専決第13号  

  

  

今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

  

標記条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

  

令和８年３月31日 

  

今治市長  徳 永 繁 樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「理 由」 

地方税法施行令（昭和25年政令第245号）の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの。
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今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

今治市国民健康保険税条例（平成17年今治市条例第154号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書中「66万円」を「67万円」に改める。 

第26条第１項中「66万円」を「67万円」に改め、同項第２号中「305,000円」を「31万円」に改

め、同項第３号中「56万円」を「57万円」に改める。 

第26条の２第１項中「66万円」を「67万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の今治市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
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「参 考」 

今治市国民健康保険税条例改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が67万円を超える場合においては、基礎

課税額は、67万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が66万円を超える場合においては、基礎

課税額は、66万円とする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が67万円を超える場合には、67万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が

17万円を超える場合には、17万円）の合算額

とする。 

第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税

の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が66万円を超える場合には、66万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が

17万円を超える場合には、17万円）の合算額

とする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43
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万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき31万円   を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき305,000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 ア～カ 略 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき57万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき56万円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 ア～カ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

（保険税の減額の特例） （保険税の減額の特例） 

第26条の２ 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から２年を経過する月まで

の間に限り、第３条第２項本文の基礎課税額

から第１号から第３号までに掲げる額を減

第26条の２ 旧被扶養者（次項に規定する被扶

養者をいう。以下この条において同じ。）に

対する保険税の納税義務者に対して課する

保険税の額は、旧被扶養者が被保険者となっ

た日の属する月から２年を経過する月まで

の間に限り、第３条第２項本文の基礎課税額

から第１号から第３号までに掲げる額を減
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額して得た額（当該減額して得た額が67万円

を超える場合には、67万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第４号

から第６号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額から第７号から第９号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の

合算額とする。 

額して得た額（当該減額して得た額が66万円

を超える場合には、66万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額から第４号

から第６号までに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額から第７号から第９号までに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の

合算額とする。 

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略 

２ 略 

 

２ 略 
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